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財団法人大阪府男女協働社会づくり財団の概要

1設立日的

財団法人大阪府男女協働社会づくり財団は､男女の自立とあらゆる分野への対等な

参加･参画を促進し､行政並びに府民･民間団体等が連携した多様な活動を効果的に
推進するために中心的な役割を果たすとともに､各種事業及びドーンセンターの管理

運営を行うこと等により男女協働社会の実現に寄与することを目的とする｡

2　設立年月日

平成6年4月1日

3　基本財産

1億円

4　財団の事務所

大阪市中央区大手前1丁目3番4 9号
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6　主要事業

(1)女性に関する情報の収集及び提供に関する事業

(2)女性の抱える問題に関する相談事業

(3)啓発学習事業

(4)女性の能力開発･ネットワークづくり事業

(5)調査研究事業

(6)文化表現事業

(7)国際交流事業

(8)健康に関する事業

(9)広報事業

no)施設の管理運営の受託事業

7　財団のあゆみ
･ 6. 4. 1　財団設立(理事長:谷川秀善氏　事務所:大阪府立婦人会館内)

･ 6. 5.11　第1回理事会開催

･　6. 6.18　財団設立記念イベント(ウイメンズフォーラム)の開催

･ 6. 6.20　第2回理事会開催(理事長に吉沢健氏就任)

･　6. 7.29　ドーンセンター(大阪府立女性総合センター)竣工

･ 6. 8, 8　大阪府から財団へ施設引き継ぎ

･ 6. 8.29　財団事務所移転(ドーンセンター内)

･ 6.10.27　第1回ドーンセンター運営推進委員会開催

･　6.ll. 7　開館記念式典

･　6.ll.11　オープニングイベント開催(～11.13)

･　6.ll.26　大阪国際女性フォーラム開催(～ll.27)

･ 7. 2.27　第2回ドーンセンター遷宮推進委員会開催

･　7. 3.17　第3回理事会開催

･ 7. 6.29　第4回理事会開催

･ 7. 7.17　第3回ドーンセンター運営推進委員会開催

1　7.ll.10　トンフェスティバル(1周年事業)の開催(～ll.12)

･　7.ll.30　第4回ドーンセンター遷宮推進委員会開催

･　8. 2.29　第5回ドーンセンター運営推進委員会開催

･　8. 3.28　第5回理事会開催

･　8. 6.21　第6回理事会開催

･ 8. 7.15　第6回ドーンセンター運営推進委員会開催

1　8.ll. 8　トンフェステイルレの開催(～ll.10)

･ 8.12.16　第7回ドーンセンター運営推進委員会開催

･ 8.12.19　開館以来来館者1 00万人突破

･ 9. 2.24　第8回ドーンセンター運営推進委員会開催

･ 9. 3.28　第7回理事会開催

･ 9. 6.24　第8回理事会開催

･ 9. 7.16　第9回ド-ンセンタ-運営推進委員会開催

･ 9. 7.31　第9回理事会開催

･ 9. 10.21　第10回理事会開催(理事長に松簾屋慎二氏就任)

･ 9.10.27　ド-ンセンタ-運営推進委員会施設運営部会開催

･ 9.10.28　ドーンセンター運営推進委員会事業推進部会開催

･　9.ll. 7　トンフェスティバルの開催(～ll.8)

･ 9.12.26　第11回理事会開催

･ 10. 2.23　第10回ドーンセンター運営推進委員会開催

･ 10. 3.28　第12回理事会開催
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10. 4.16　第13回理事会開催

10. 6.26　第14回理事会開催

10. 7.24　第11回ドーンセンター運営推進委員会開催

10.ll. 6　トンフェスティバルの開催(～ll.7)

10.12. 8　第12回ドーンセンター運営推進委員会開催

ll. 2.26　第13回ドーンセンター運営推進委員会開催

ll. 3.18　第15回理事会開催

ll. 5. 1　第16回理事会開催

ll. 6.21　第17回理事会開催

ll. 7.16　第14回ドーンセンター運営推進委員会開催

ll. 8.31　第18回理事会開催(理事長に木村良樹氏就任)

ll.10. 4　ドーンセンター運営推進委員会施設運営部会開催

ll.10. 7　ドーンセンター運営推進委員会事業推進部会開催

ll. ll.11　トンフェスティjiJL(女性センターフォーラム)の開催(～ll. ll )

12. 2.24　第15回ドーンセンター運営推進委員会開催

12. 3.31　第19回理事会開催

12. 4.23　平成12年｢女性週間全国会議｣開催(～4.24)

12. 5. 2　第20回理事会開催

12. 6.26　第21回理事会開催

12. 7.3　　第16回ドーンセンター運営推進委員会開催

12. 8.31　第22回理事会開催(理事長に梶本徳彦氏就任)

12. 9.26　第23回理事会開催

12.ll. 9　トンフェスティバル(男女共同参画フォ-ラム)の開催(～ll.10 )

12.ll.21　第17回ドーンセンター遷宮推進委員会開催

12.12. 1　第24回理事会開催

13. 2.17　トンフェスティバル(21世紀-夢措くグルー7フェスタ2001 )の開催

13. 2.26　第18回ドーンセンター運営推進委員会開催

13. 3.29　第25回理事会開催
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ドーンセンターの概要

1　基本理念と日的

｢男女の自立と対等な参加･参画に基づく男女協働による新しい社会の創造｣を基本

理念とし､その実現のために3つのTを基本とした女性の総合的な支援施設としての役

割を果たすことを目的としている｡

3つのTl ･ Identity(アイデンティティ)　　　　　　　=女性の社会的自立の拠点

･ lnforⅡlation(インフォメーション)　　　　　　:情報ネットワークの拠点

･ Internationalization(インターナショナ1)ゼイシヲン) :国際交流の拠点

2　沿　革

ドーンセンターは､各界の専門家や女性団体､グループの方々など､幅広い府民の参

画を得て建設計画を進めてきた｡

センターの事業や施設内容についてもドーンセンター推進会議やクリエイティブフォ

ーラムなどを開催し､府民の方々とともに検討を行い方針を決定した｡

昭和61年度･ ｢21世紀をめざす大阪府女性プラン｣策定(4月)

(昭和61年度～平成2年度)

･建設予定地(元大手前会館跡地)を決定( 9月)

･第1回婦人団体､グループアンケート実施(1月)

昭和62年度　･基本構想公表(6月)
･第2回婦人団体､グループアンケート実施(1月)

昭和63年度･婦人総合センター(仮称)推進会議の設置(9月)

(平成3年7月､ドーンセンター推進会議に改称)
･クリエイティブフォーラム開催(12月)

･府政モニターアンケ-卜調査実施(12月)

･元大手前会館撤去完了( 1月)

平成元年度･基本設計
･文化財発掘調査/第1期

平成2年度　･実施設計
･文化財発掘調査/第2期

･クリエイティブフォーラム開催(12月)

･愛称｢ド-ンセンター｣に決定(2月)

平成3年度･ ｢女と男のジャンププラン｣策定(9月)

(平成3年度～1 2年度)

･文化財発掘調査/第3期

･クリエイティブフォーラム開催(12月)

･建設工事着工(3月) /工期2 8か月

平成4年度･クリエイティブフォーラム開催(12月)

･シンボルマーク決定(1月)

平成5年度･プレイベント｢女性映像フォーラム｣開催(11月)

平成6年度･ドーンセンター(大阪府立女性総合センタ-)開館(11月)

-4-



3　建物概要

所　在　地　　大阪市中央区大手前1丁目3番49号

敷地面積　　3, 170m2

構　　　造　　鉄骨鉄崩コンクリート造(一部鉄骨造)

階　　　数　　地上1 0階地下1階

高　　　さ　　52m

建築面積　1, 970m2

延床面積　12, 760m2

立休荘重場　　9 2台

4　管理運営

財団法人大阪府男女協働社会づくり財団

5　利用について

(1)開館時間　　　　　　午前9時30分～午後9時30分

･情報ライブラリー　平日･土曜　午前9時30分～午後9時30分

日曜･祝日　午前9時30分～午後5時30分

(貸出返却手続･情報相談は終了時間の30分前まで)
･相談カウンセリング　電話相談:月～金曜　午前10時～午後4時

土･日･祝日

面接相談:月･木曜

火･金･土･日･祝

法律相談:第1月曜

第2木･第3土曜

第4金曜

からだの相談:第4土曜

外国人女性のため:第1土曜

の相談　　　第2土曜

第3土曜

午後6時～午後8時

午前10時一一午後4時

午前9時45分～午後8時30分

午前9時45分～午後5時30分

午後6時～午後8時

午前10時～正午

午後2時～午後4時

午後2時～午後4時

午後2時～午後4時(ハングルでの綴)

午後2時～午後4時(相語での恨)

午後2時～午後4時(英語での相談)

･ウェルネスのフロア　平日･土曜　午前9時30分～午後9時

日曜･祝日　午前9時30分～午後5時

(入場は終了時問の30分前まで)

(2)休　館　日

(3)受付開始日

(4)買主　卓　場

毎週水曜日､年末年始､祝日の振替日

情報ライブラリーは､毎月最終月曜日及び特別資料整理

期間も休館

ホール･パフォーマンススペース: 6か月前から

会議室等: 3か月前から

毎月1日に抽選｡それ以後は先着順

立体駐車場　92台

最初の1時間まで400円(超過30分ごとに200円)
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事　業　概　要



第1　各種事業の実施

1　女性に関する情報の収集及び提供に関する事業

女性に関する情報を幅広く収集･整理･加工し､データベース化するとともに､これ

らを活用して､多様な情報こ-ズに的確に対応した情報提供を行った.

(1)情報ライブラリーの遷宮

女性関連の図書･資料･ビデオ等を収集し､閲覧･視聴･貸出サービスを行うはか

利用者からの情報相談に応じた｡

①　図書･資料の収集冊数(平郎3年3年31日航)

図　書　　　　28, 776冊

行政資料　　　　7, 544冊

雑　誌　　　　1, 052タイ川､　24, 598冊

新聞　　　　　　　　　　6紙

AV資料　　　1, 183本　(ビデオ1, 156本､カセッけγク27本)

ア　図書の内訳

分類 倚ｹ�B�

総記 ��ﾃs釘�

哲学 ��｣�ﾃ3c��

歴史.女性事情 �"ﾃsS2�

社会科学 ���ﾃ3#b�

自然科学 ��ﾃ�s��

技術 涛�r�

産業 �#���

芸術 ��ﾃ��b�
-吾妻五二 ⊂コE7ロ �#���

文学 途ﾃ�ビ�

児童書 ��ﾃ��"�

女性の表現作品集 都#��

合計 �#づssb�

種別 刄^イトル数 

女性問題関連雑誌 �90 
一般雑誌 �121 

グループのミニコミ誌 �333 

女性学研究所等の年報.蔑閑話 �82 

行政の広報 �+h�"�≡253 

女性関連施設の広報誌 决163 

その他(大学の監要等) �10 

合計 剴�,052 

8一

イ　行政資料の内訳

分類 倚ｹ�B�

行動計画.プラン】688 

施策概要.統計.白書 ��ﾃツ2�

調査.研究報告書 ��ﾃ#CB�

イベント.講座等の記録 ��ﾃS釘�

研修.派遣事業報告書 鉄�2�

女性関連施設概要 鼎�r�

啓発冊子 都Cr�

その他 鼎s��

合計 ��｣rﾃSCB�

分類 冏ｹ�B�

女性問題.フェミニズム 涛b�

性 鉄"�

からだとこころ 鉄"�

家族.家庭 �3R�

子ども.学校 ��｣S��

高齢化.福祉 �3R�

社会.くらし.環境 塔��

しごと 都R�

政治.鍋.行政.経か産業 �#B�

教育.研究 鼎��

文化.芸術.表現 田3B�

合計 ��ﾃ��2�



②　利用者登録数(ライブラリーカード発行数) (平成13年3月31日現在)

ア　性　別

※行政･学校関係その他団体
への貸出､及び館内閲覧資料
の一時貸出

イ　地域別

､00%､その他



笠　貸出件数(正副婚3E31謂在)

平成12年度 兌ﾙ�ﾃ��D�7�[ﾙ�ﾃ��D�7��

図書.雑誌 �#BﾃCSｈﾟｲ��29,082(冊) �3�ﾃc釘衣ｲ��

行政資料 鼎�"衣ｲ��442(価) 鼎3�衣ｲ��

AV資料 湯ﾃ#ビ曳ｲ��;9,755(本) ���ﾃ�s�曳ｲ��

合計 �3Bﾃ#3v｣3津#s��鼎�ﾃ�迭�

④　情報相談(平成13年3耶1謂在)

ライブラリ-職員が､図書･資料･データぺ-ス等を活用して､検索指導や来館･電話による

情報相談に応じたo

(内　訳)

分類 剳ｽ成12年度∃平成11年度≡平成10年度 

利用案内 �4,520∃4,4984,020 

検索指導 �180喜215274 

資料の稚.所禎査 �1,31:3喜957731 

拒テーマの翻案円 �699 鼎ィ�295 

畑.学習情射場供 �674 鼎32�338 

Fループ.敵情 �,ﾉ�r�427 �3#b�■280 

ライフうr1-滴 ��ｨｷｸ���y/�ｹ��162 ��#"�l118 

その他 �26 湯�17 

合計 �8,001 途ﾃ�CB�喜6,073 

(2ノ　情報システムの運営

各種女性関係情報を誰もが自由に検索できる情報システム｢情報CAN.トンネット_　を遷

宮し､インターネットで情報提供をするとともに､これを活用した講座等を開催した

①　データベースの構築(平民13年ヨ朋1日雛)

･デ-夕数

メニュー名称 �6h�ｸ5��B�

トンセンター事業.施設.英文ページ.出版物案内 ���B�

ライブラリーの本.ビデオ(1)のとおり 

講座.イベント12 

団体.グループ情報336 

人材情報 ��ﾃS#B�

女性施設情報i538 

自治体の女性政策【476 

数字で見る女性 涛r�

法律.制度の動き ��32�

困ったときの相談窓口 �#���

･トムべ-Vへのアクセス数: 72, 27 1件(2000年4月～2001年:月)

'3-.①講鮎悪露座頂掛学習のための情報整理.加工法｣の開催

る轟雛妄言ち古き＼細筆姦鋼帯を?=脚線堅舶撲禦圭で整理･加工す

-10-



定員: 50名　　　受講者:延299名

午後2時から午後4時　　　受講料: 1回あたり　500円

月/日 努闔｢粐�7ﾒ�】講師 伜����)�B�

1 塗6ﾘ�ﾃ�����活用のための整理法 �?)�ﾉvﾘ���6x985ｨ985��ｹ;ｩ�I��4�8ｷﾘ6h8ｸ4騏ｲﾒ��72 

2 澱ﾃ�r�弌i[xｴﾈ馼/���ﾔ�+x.���>�68-�.ｸ���7�b�4X488�985定4�7H4(5��9Uﾂ��55 

3 塗6ﾒ�#B�7鋳�頭の整鮎:メモの削方､/-トのまとめ方 鳴�ｹ�InﾉH韈��<xﾎI�Y5ﾘｴ�Gﾘ蹴��ﾂ�71 

4 度�ﾂ��r����インターネッlhで情報検索 ��m�ｨ-ﾘ.H*ｲ�6x985ｨ985餔X487h8�8ｨ�ｸ5�5�6(7B��ﾂ�53 

3 途��R���パソコンを使った情報管理法 倅�-)l韵r�5(98788X�ｸ5�5h5�6X8�唔��ｩnY^9+r��48 

富､情報活動専門研修の実施

女性に関する情報及び専門情報の収集･提供事業を担当する職員を対象に情報
の収集･加工･提供の方法について実践的な研修を行うとともに担当職員の情報

ネットワークの形成を図る｡

定員:40人　　　　受講者数: 26人

日時 鳴�7H耳耳7ﾒ�講師 

1 嶋6ﾒ�2盈ｒ�･女性センターにおける情報の葛 �?&ｧ')vﾘ���6x985ｨ985籀ｮ�i�I��4�8ｸ�ｸ+�8ｸ4馭ﾒ��

14:00.- 冩�ｨH���森屋裕子(スペース.7イブティ主宰) 

r17:00.女性センタ-の情報機能に E期待すること ら 

2 嶋�ﾈ�ﾃ#B盈ｒ�】 !.地域に根ざしたライブラリ- 凭冦欝��2���68�9zx��ｸ5ｨ986r��

14:00- ��ｨ�:��須田和(兵奉県立女性セント) 1 l 

17:00 �����饑�ﾏ�ｫx橙�

3 湯�ﾃB盈ｒ�･専門図書館における情報サー 豆ﾇYgｸ,ﾘ,)EB胤ﾈ岔<Xﾇﾉl瓜壇Hｮ���ｷ$ﾂﾘ7b�

14:00- �7(5��!主E) l 
l 17:00 唸6ﾈ6(6x8��ｸ4�,亊h+x.��饑�ﾏ���8�2�

4 湯��ﾃ#ｉmｒ�上情報提供のためのインターネ 道m�ｨ-ﾘ.H*ｲ�6x985ｨ985��ｹ�I�ﾈ487h8綿6x5�5粡途��

14:00- �69fﾘｨ駅�����l l 

17:〔50 唸48985��ｸ6ﾈ6(6xｨ駅�,亊h+x.���饑�ﾏ�ｫr�

つ ����ﾈ�ﾈ�ﾃ�忠�R��･情報源の活用:レファレンス 鳴�ｩm�ｨ-ﾘ.H*ｲ�6��ｸ985ｨ985����*H487h8定6x5�5�6(7b��

14:00-⊆演習 

17:00 ��騫駅��(,h,ﾈｭhﾅx,8*ﾘ.姻��;川書EB好恵(トンセンター福娘当コ-デイネ-夕-) 
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富･ドーンネット検索講習会の開催　(2000年4月～2001年3月)

ドーンネットの利用者拡大を図るため､検索のための基本的操作方法を実習する

講習会を開催した｡定員: 15人(1回当たり)毎月1回　木曜日に実施

開催時間 儖ﾈ､ｨﾜ8���B��ﾈﾙ竟)�B�伜����ﾉ�B�

10:00-ll:30 滴���31人 �#��ﾂ�

14:00-15:30 滴���34人 �#9�ﾂ�

18:30.-20:00 滴���30人 �#��ﾂ�

合計 ��(���95人 田I�ﾂ�

富　ビデオ上映会

情報ライブラリーで購入したビデオの中から､女性監督のドキュメンタリー

やジェンダー問題の作品､女性グループの活動を追ったドキュメンタリービデ

オなどを選んで上映した｡

又､大阪府が実施した｢女性に対する暴力をなくす｣キャンペーンの一環と

して､ 1 1月25日に､ドメスティック･バイオレンスに関するビデオの特別

上映会を開催した｡

月/日 ��8防ﾞﾉV��参加者鼓 佇糴?｢�上映作品 伜����)�B�

4′′28(金) 偖ｩj�*ｩ����+X+ﾙ*ﾈ,ﾂ�Y�2�l い6 l l 迭��ﾃ#b粟���カフェブダペスト㌦7 

6/′′30(金) 夫V6���16 途��ﾃ#ｈｾ���l ;潮風とベ-コンサンドと32 

-米国女臨員からのメットジー 劍7x7�984�4X4h42�ﾂ�

9ノ′29(金) 侭�ﾈ,ﾘ,�,�,Y�h*ｸ.�*��30 ����#r粟���ドメスティック.バイオレンスにどう酌組むか �3"�

一挺田千津子C世界一 劍自�x,ﾈ8ｸ�ｸ8ｸ/��X+�ｨ,�,Bﾒ�

ll/9(i) �7(6h4�5H8ﾘ92�ill 免汀�r曳B�ぼけなんか怖くない �3��

二rJ(金) ��ｸ.ﾘ+ﾔﾈ*ｩ)�,隘�*ｩ¥�.ﾘ.�9&�(ﾞﾉV��凵`グループトムで立ち直る人ト 

ll/25(土) �6�8�5�6X47B度4粨6�484�8ﾈ985瓜�87(6h4���8防橙�ﾇ闃H+ZHﾆ�**H�,(*�.x.ｨ,J9�ﾈﾌ��99 ��"��ﾃ#"粟���ユー.ガット.メール 都"�

1/25(皇)罪なく罰せられて .-鮒子の声- r 冤 H3 l �(�ﾂ�#2粟���ベアテのニッポンだいすき17 アジア大好き! 

≡/30(金)t絵はおしゃべり i r �14 �� 
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･雷･情報ライブラリーニュース｢いんふぉめ-と｣　作成

情報ライブラリーの多様な活動を広くPRするため､女性情報と利用者を結ぶ

双方向型のライブラリーニュースを作成し､府内外の女性関係施設及び図書館等
へ配付した｡

･A4版4頁　5, ヨoo部

第29号～第34号発行　(隔月発行)

⑥･情報ライブラリー企画展示

～女性と仕事展～ ｢私が拓く仕事の世界展ー

｢平成1 2年度女性週間全国会議｣関連事業として｢女性と仕事｣をテーマに､

それに関連する図書や働く女性の支援講座の紹介､ ｢仕事｣をテーマに活動する

グループのミニコミ誌等の展示を行なった｡

展示期間.平成12年4月21日(金)～5月18日(木)

～1 5歳の手記～ ~女たちの太平洋戦争ー

1 9 9 1年に朝日新聞と朝日放送の呼びかけで全国から寄せられた｢女たちの

太平洋戦争_　～1 5歳の手記～約3, 0 0 0点の原資料が朝日新聞社から､当セ

ンターに寄託されたo　思春期に否応なく戦争にまきこまれた女性たちのその当時

の思いがそのままに書き記された手書き原稿を展示したC

展示期間:平成12年8月15日(火)～9月24日(日)

～ドメスティック･バイオレンス(DV)関連資料企画展示

大阪府では､女性に対する暴力の実態を把握し府民への啓発を目的として､国

連が昨年定めた｢女性に対する暴力撤廃国際日｣にあわせ､キャンペーンを実施｡
その一環として､情報ライブラリーにおいても､ DV関連の図書や資料の紹介､

大型パネルを使用してのD Vの解説などの企画展示を実施した｡

また同時に､情報ライブラリー所蔵のDV関連の図書やビデオなどをまとめた

リーフレットを作成し､無料配布を行った｡

展示期間:平成12年11月25日(土)～12月16日(土)

-13-



2　女性の抱える問題に関する相談事業

女性の直面している様々な問題について､女性の視点から自立と主体的な生き方を目

指し､相談カウンセリングにより､必要な援助と解決のためのサポートを行った｡

(1)相談事業

①　面接相談:専門の女性カウンセラーによる面接でのカウンセリング

月･木曜日　　　　　　　　午前9時45分から午後8時30分

火･金･土･日曜日･祝日　　午前9時45分から午後5時30分

～10代 �#��2�30代 鼎��2�50代 田��2�70代～ 儻9k��合計 窒R��ﾕﾉ�ﾉNB�

生き方 ��10ご ��s��≦ 115 田R�23 ��� 鼎sr�29.4 

こころ 澱�45 塔��32 途�3 ��1 ���2�ll.3 

からだ �� 迭�6 �"�1 �� ��B�0.9 

仕事上の悩み ��6 ��R�l15 �"� �� �3��2.3 

夫婦関係 ��12 塔R�84 都2�22 �� �#sb�17.0 

親子関係 �#��33 �����117 鉄R�41 ��ﾂ� �3ビ�23.8 

人間関係 迭�34 都��40 �#��6 ���2 ��ビ�ll.5 

性僧服書 ��b�6 ��B�10 迭� �� 鉄��3.1 

暮らし �� �"�2 ��3 �� 度�｢���0.5 

その他 ����1 ��� ��� �� �8ｹ�"�

合計 鼎r�239 鉄cB�421 �#3��99 ��"�3 �����ﾃc#8v��100.0 

月 滴ﾈ��5月 塗ﾈ��l 7畑8月 祷ﾈ��･0月巨1月 ��(ﾈ��

件数 ��3��101 ��C��lll!167 ��#��･可139 ��3��

月 ��ﾈ��2月 �8ﾈ��合計 

件数 ��3��135 ��c��i1,623 
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②　電話相談:専用電話を使った､電話相談員による相談

月曜日から金曜日　午前10時から午後4時　午後6時から午後8時
土曜日･日曜日･祝日　午前10時から午後4時

～10代 �#��2�30代 ��｢�ｹ�C��2�50代 田��2�70代～ 儻9k��⊇ 合計 窒R����ﾕﾉ�ﾉNB�

生き方 ��180 都2�42 ��コ�7 �"�19 鉄���l 14.1 

こころ �"�278 ��Cr�86 ���R�12 ��102 都3"�∃20.3 l 

からだ �"�9 ��"�5 �#�� ��ll 田��1.9 

仕事上の悩み ��26 �#2�13 湯�l l ��13 塔B�2.3 

夫婦関係 ��63 �##2�78 ��S�����21 ���91 田#��17.4 

親子関係 �"�51 綿�"�153 都B�36 釘�70 鼎澱�13.8 

人間関係 澱�87 ��CB�70 �#"�4 �"�84 鼎���ll.6 

軽.性的被害 �"�12 ��"�7 �2� 巴�19 鉄R�1.5 

暮らし ���132 ����34 ��cR�2 �"�124 鼎s��13.0 

その他 ��3 ��4 釘� ��136 ��Cr�4.1 

合計 ��R�841 都S��492 都Cr�82 免ﾂ�669 �2ﾃc�r�100.0 

月 滴ﾈ��5月 塗ﾈ��7月 嶋ﾈ��9月 ���ﾈ��11月 ��(ﾈ��

件数 �3�2�240 �3#r�309 �3C"�～ 306 �3#��288 �#ィ�

月 ��ﾈ��2月 �8ﾈ��合計 

件数 �#cR�279 �33b�3,607 
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主訴別相談件数

生き方 �+�+�.ｲ�からだ 俶H馼�2�,ﾉE�-ﾒ�夫婦 関係 ��X���ｭhﾅr�人間 関係 ��ｺI�ｹ4��Nﾘ･��暮らし �+ｸ,ﾉ�ﾂ�計 

面接相談 鼎sr�183 ��B�38 �#sb�387 ��ビ�51 途�3 ��c#2�

電話相談 ��S���732 田��84 田#��496 鼎���55 鼎s��147 �3c�r�

計 ���c塔R�915 塔"�122 涛�B�883 田�b�106 鼎sr�150 鉄#3��

年代別相談件数

～10代 �#��2�30代 鼎��2�50代 田��2�70代～ 儻9k��合計 

面接相談 鼎r�239 鉄cB�421 �#3��99 ��"�3 ��c#2�

電話相談 ��R�841 都S��492 都Cr�82 免ﾂ�669 �3c�r�

loo°

800

600

400

200

0
-10代　20代　30代　40代　50代　60代　70代　不明
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③　特別相談

ア　法律相談:女性弁護士による法律問題に関する面接相談

毎月第2木曜;午後6時から8時　第4金曜;午後2時から4時

加えて10月より第1月曜;午後6時から8時　第3土曜;午前10時から12時

h月 釘�5 澱�7 唐�9 ����ll 亦��"�1 �"�3 俘xﾇb�養成比(%) 

夫婦(鯉等) 澱�6 途�6 �2�6 途�ll 澱�9 ����9 塔b�67.8 

相続.扶養 �� �� �"�1 �"�2 �"� ���1 免ﾂ�8.7 

借地借家 �� �� �� �� �� 偵�� ���0.7 

消費者等 �� �� �� ��� ��� �� �"�1.6 

相隣関係 ��� �� �� �� �� �� ���0.7 

刑事事件 �� �� �� �� ���1 �� �"�I.6 

その他 ��1 ��2 �"�1 �"�3 ���5 �2�4 �#B�18.9 

合計 途�7 途�8 途�i8 ��"�16 免ﾂ�15 ��R�14 ��#r�100.0 

イ　からだの相談:女性産婦人科医師による医療的見地からの助言が必要なものに
ついての面接相談　　毎月第4土曜日　午後2時から午後4時

郁＼1-､月 釘�5 澱�7 嶋�｣������ll ��"�1 �"�3 俘xﾇb�構成比(%) 

婦人科の病気 ��� ��� ���ト ���2 ��1 �� 途�!20.0 

月経 �� ��2 ��� �"� �� �� 迭�14.3 

更年期 ��1 ��1 ��1 ��� ��1 ��l 迭�14.3 

妊娠 �� �� ��l �� �� ���1 �"�5.7 

セックス �� ��� �� �� ��ｲ���� �"�5.7 

からだ一般 ���� ��� ���1 ��2 謄���� 途�20.0 

その他 ��� ���1 ��2 �� ������1 途�.20.0 

合計 �2�1 釘�4 �2�4 偵��4 ��v�2��"�2 �3X��������

｢tT -
T什地借家　07%　　　　　　相隣関係　07%
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④　外国人女性のためのサポート･カウンセリング

ア　バイリンガル･カウンセリングの実施

府内に在勤･在住する外国人女性が､異文化の中で出会う様々な悩みに､母国語

及び日本語で相談を行い､問題解決に向けてサポートを行った｡

対象:ハングル､中国語､英語圏の女性(在日韓国･朝鮮人の女性を含む)

相談員:女性で､母国語と日本語を話すバイリンガル･カウンセラー

日時:毎月第1､ 2､ 3土曜日の午後2時から4時まで

第1土曜日　ハングルでの相談

第2土曜日　中国言吾での相談

第3土曜日　英語での相談

イ　中国語､英語を話す外国人女性のためのディスカッション･グループの実施

日本で生活する外国人女性らが出会う共通の問題についてグループで話し合い､

情報を交換する機会を提供し､日本での生活における問題解決の支援を行った｡

第2､第3土曜日の正午から午後1時3 0分まで､各1 2回実施

4 迭�6 途�8 湯�10 免ﾂ�12 ���2 �2�合計 

ハングル �1 �� �� �� ��� ��1 ��3 

中 国 請 ��ｩ&ｲ�∃1 ��2 �� ��｢� �"� �� ��5 

7;:L項5 �4 途�5 釘�6 途�10 �2�5 迭�3 田B�

莱 語 ��ｩ&ｶ����1 �� ���1 ���1 ����1 ���7 

芸:昔シヨン】 弓2 � ��1 ��2 ���3 �"�⊆1 �"�1 ��R�

A rコ 計 ��ｩ&ｲ�2 ��3 ��l ���1 釘�十 �2 ���15 

デイスかシヨン グループ 途�4 途�6 亦�#B�8 唐�13 迭�～ 巨 途�4 都��
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⑤　期間を限定した特別相談
専用電話を使った､男性相談員による相談
｢男の悩みホットライン～なぜ女性に暴力を振るってしまうのか?～｣

期　　間:平成13年2月23日から平成13年2月25日までの3日間

午後1時～午後8時(最終日は午後5時)

相談件数: 15件

⑥　相談員会議

毎月1回､相談事業の進め方についての調整や社会資源台帳(相談関連機関情報)
の整備等について検討を行うとともに､毎回1例づっ｢事例検討｣を行い､相談員

の研鎖を図ったo

(2)サポート･グループ

同様の悩みをもつ女性のグループを結成し､ファシリテ-クーを中心に自分の悩み

を語り合い相互に支援を行うことにより悩みの解決を図った｡

定員: 15人

日程 剌X 努籀7ﾒ�フアシリテ一夕- 伜����)�B�

5/13～7/8 �7况ｩ^2�9 �-�*ｸ+�.�,�,H�)�9�9zx+ﾘ*倡�,x.�/�.�,�,B�本多利子(トンセンターカウンセラー) ��r�

5/18～7/13 冤xﾍ�2�9 �,x*H+X+ﾘ.x*(*(,ﾃ��ｨ,8*ｸ*�*"�宮本由起代(トンセンターカウンセラー) 唐�

8′22～10/17 價��ﾍ����8 �.�,(,j(.ﾘ+ﾘ+Z8/�ﾖﾈ*h+ﾘ*)�ﾈ-h��)u�,ﾈ+ﾘ-��,ﾈ4ｨ4X985ｨ8ｨ984�(Xﾜ�姻H5(�ｸ5ｚ8�{��b�宮本由起代(トンセンターカウンセラー) �#��

9/21～11/16 仭����8 �+�/�,�*ｨ,X,ﾘﾝﾘ*�,(+ﾘ,ﾈ,��碩みちよ(ドーンセンターか)ンセラー) ����

9/28-ll/30 冦益ｨﾍ�2�10 俥ﾘ.x.ｨｴⅸ,ﾃ�粨櫁ﾎﾂ�稚みどり(トンセンタ-がンセラ-) 澱�

1/16～3/13 �阯y���8 偬颯�*�.y�ﾎ8,佰ﾉ�zI��,ﾉ�y�X�IWc��本多利子(トンセンターがンセラ-) ��"�

1/18～3/15 冦益ｨﾍ�2�8 倡�支,H*ｨ.ﾘ*�.x,�*ﾘ,�.�,h*ｲ�碓みどり(トンセンタ-カウンセラ-) ��｣b�

1/18～3/8 冦益ｨﾍ����8 �.�,(,j(.ﾘ+ﾘ+Z8/�ﾖﾈ*h+ﾘ*)�ﾈ-h��(��ｹ%�-��,ﾉD�985ｨ8ｸ4�&�咽�5(�ｸ5ｚ8�{��b�鳩みちよ(ドーンセンターカウンセラ-) 唐�
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(3)講座の開催

①　女性(わたし)のためのカウンセリング講座〔春コース〕 〔秋コース〕の開催

女性が自己実現していくために必要な視点を､カウンセリングの手法を用いて紹

介し､自立と女性問題解決に資した｡

〔春コース〕

定員:60人　申込者数:253人　受講者数:69人　時間:午前10時～正午

月日 途ﾒﾘ7ﾒ�講師 

1 亦�ﾃR��宙ｾ���ジェンダー社会と女性の心の健康 ��ﾈｮﾈ蛻ﾆ"�6��ｸ985ｨ985��ｹ�ｨﾇ�9b�5"ﾘ6h486ﾈ自uｲﾒ�����

2 迭�#b粟���カウンセリングとは～自分を知る手がかり～ 兌ﾘ鉙-ﾘ,x.ｈ6x985ｨ985籀4ｨ4X985ｨ8辻��

3 澱�"粟���女性のからだのライフ.サイクル �$ｩ68�Oﾈﾕﾒ�4X.�985�5ｨ985籐�Xﾞ2��

4 澱�粟���夫婦の関係.親子の関係 冏ｹ�ﾙy育��6x985ｨ986x4ｨ4X985ｨ8��ｲ��

5 澱��b粟���｢家族｣をめぐる法律の知識 冦ﾙ'�引�7鋳�

6 澱�#2粟���人間関係の中での自己表現 �>�:�-ﾘ+�.b�6x985ｨ986x4ｨ4X985ｨ8��ｲ��

7 澱�3�粟���自分を大切にする生き方とは 亶ｹ�YY��2�6x985ｨ985��ｸ4ｨ4X985ｨ8辻��

〔秋コース〕

定員:60人　申込者数:208人　受講者数:61人　時間:午後2時～4時

月日;T-マ 剄u師 

1 湯�粟���ジェンダー社会と女性の心の健康 亶ｹgｹu(ｴ��2�6x985ｨ985��ｸ4ｨ4X985ｨ8��ｲ��

2 湯�#"粟���自分を知る手がかり～交流分析に基づいて～ 丿ﾘ-ﾘ,x.ｈ6x985ｨ985��ｸ4ｨ4X985ｨ8辻��

3 湯�#宙ｾ���女性のからだのライフ.サイクル 冉ｹ68笹�2萎9>ﾉ(iL���x怦�8蹌��

4 ����粟���】夫婦の関係.親子の関係 冏ｹ�ﾙy育��6x985ｨ985��ｸ*ｨ985ｨ8��ｲ��

5 �����2粟���｢家族｣をめぐる法律の知識 �'ﾉ�ﾈﾔｸ��云佩ﾈ贅��

6 ����#�粟���人間関係の中での自己表現 傀y68ﾔHﾆ"�6x985ｨ986y�ｩ&ｹ%99b�5(�ｸ6h4(6ﾈ�ｸ5��ｲ��

7 ����#r粟���自分を大切にする生き方とは �>�:�-ﾘ+�.b�6x985ｨ985��ｸ4ｨ4X985ｨ8��ｲ��
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②　女性のための自己表現セミナー　2000　〔夏コース〕 〔秋コース〕の開催

自分の意見をうまく表現したり､人前で話すのか苦手であるなどの女性が､自分の

能力を把握し､活かしていくための自己表現や人間関係のあり方等を紹介した｡

〔夏コース〕

定員:40人　申込者数: 102人　　受講音数:49人

時間:午後6時30分～午後8時30分　　受講料: 4,000円

月日 度耳爾�7ﾒ�講師 

1 澱��R盈ｒ�自己表現トレーニングとは �8�66��6x985ｨ985��ｹ�ｨﾇ�9b�

～対人コミュニケ-シ=ンと心の基紳^挺～ �5"ﾖh486yuｲﾒ��

2 澱�#"盈ｒ�女性と自己表現 亶ｹgｴYU��2�6x985ｨ985��ｸ4ｨ4X985ｨ8��ｲ��

～コミユニ卜シヨンに射る"女らしさ"の毒とし穴～ 

3 澱�#忠mｒ�自己表現の実例に学ぶ(丑 傀x-ﾘ+�.b�6x985ｨ986x4ｨ4X985ｨ8��ｲ��ﾂ�

～対人関係の3つのパターン～ 

4 途�����自己表現の実例に学ぶ② 亶ｸ�(ｴ��2�-i�ｨ���
～ロール.プレイをやってみよう～ 宙6��ｸ985ｨ985��ｸ4ｨ4X985ｨ8��ｲ��

5 途��2盈ｒ�自己表現の実例に学ぶ③ 仂亶"�ﾘ985ｨ985閂ｨ5ｨ8��ｲ����ｷﾂ�

～自己表現.自己主張のコツ～ 

〔秋コース〕

定員:40人　申込者数: 134人　　受講者数:46人

時間:午後2時～午後4時　　　　　　受講料:4,000円

月日 途ﾒﾘ7ﾒ�講師 

1 湯�#ｉmｒ�自己表現トレーニングとは 兩yu(ｴ��2�6ぺ985ｨ985籐D�985ｨ8��ｲ��
～対人コミユニトシヨンと心の基本的人毛～ 

2 ����盈ｒ�女性と自己表現 �>�:�-ﾘ+�.b�6x985ｨ985��ｸ*ｨ985ｨ8��ｲ��
～コミュニケ-シゴンに掛る"女らしさ"の配し穴～ 

3 �����"盈ｒ�自己表現の実例に学ぶ① 亶ｹgｹu(ｴ��2�6ぺ985ｨ985籐D�985ｨ8��ｲ��
～対人関係の3つのパターン～ 

4 �����忠mｒ�自己表現の実例に学ぶ② 亶ｹgｹu(ｴ��2�>�:�-ﾘ+�.b�
～ロール.プレイをやってみよう～ 宙6��ｸ985ｨ985��ｸ4ｨ4X985ｨ8��ｲ��

5 ����#b盈ｒ�自己表現の実例に学ぶ③ �>�曲+�.b�6x985ｨ985籀4ｨ4X985ｨ8��ｲ��
～自己表現.自己主張のコツ～ 
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③　女性関係相談事業担当者研修講座の開催

女性相談機関のスタッフ(行政職､専門職､民間施設スタッフ)を対象に女性相談

桟関及び相談事務局のあり方､相談機関の連携などについて講座形式での研修を行な
った｡

定員: 60人　受講者数: 58人　時間:午後1時30分～4時30分

月日 稗ﾘ7ﾒ�講師 

1 �"�"粟���･女性問題と女性関連施設の役割 �>况ﾘ���6x985ｨ985��ｸ6h8ｸ5�5簫��
･行政での相談事業のあり方/事務局の ��ﾈｮﾉ68ﾔH�2�6x985ｨ985籀�%99b�

役割 �5(�ｸ6h4(6ﾈ�ｸ5��ｲ��

2 ���"�粟�����女性の悩みとジェンダー �'ﾉEh岑椹�2�

～なぜ女性センターでの相談が重要か～ 宙6x985ｨ985��ｸ4ｨ4X985ｨ8辻��

3 l r �"��b粟���女性相談の実際 ～エンパワ-ルほっ在がる椴とは～ 蹴事例を通して見る女掛蛸みとその対応 亶ｹgｹu(ｴ��2�6x985ｨ985��ｸﾞX985ｨ8��ｲ��

l 4∃ 】 F �"�#2粟���女性相談員の課題と倫理 援助のためのネットワークとは ～現場からの声～ 琶e育Hﾆ"�6x99dﾈ�ｲ��
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④　フェミニスト･カウンセリング専門講座(理論編･研究コース付き)の開催

〔理論編〕

女性の自立と主体的な生き方をめざす新しいカウンセリングを行うために必要な

専門知識と技能を修得するための講座を開催した｡

定員: 60人　　　申込者数: 97人　　　受講者数: 71人

時間:午前1 0時から午後4時　　受講料:6,000円

月日 努籀7ﾒ�講師 

1 ����ﾃ���7鋳�なぜフェミニスト.カウンセルグが必要か ～エンJ叩-ルトのための考え方～ ��ﾈｮﾉ69'B�6x985ｨ985闔ｩLｩ%99h5"ﾘ6h486ﾂﾘ5簫��

2 免ﾂ�ﾂ�7鋳�従来の心理学の女性理解をこえて ～女性の状況をジェンダー分析する～ 亶ｸ�(ｴ��2�6x985ｨ985籀4ｨ4X985ｨ8辻��

3 免ﾂ�#R�7鋳�母親のひとり育児と子どもの被害 ～現場から見える心の風景～ 冲ﾉ)8��磯儉x鰮f磯9�9Lｨ蹴��

4 免ﾂ�#R�7鋳�"からだ"に表れる女性の悩み 倆靠Xﾆ"鮎I�ﾉV�框4�怦�2��

5 ��"��7鋳�法的アドポカシーの重要性 ～女性の被害を理解させるために～ �+y$ｨ���位h贅��

6 ��"��7鋳�エンパワーメントのための技法 ～アドラー心理学を応用して～ �>�z�-ﾘ+�.b�6x985ｨ985��ｸ4ｨ4X985ｨ8辻��

7 �"�#B�7鋳�援助.医療の現場での二次被害を防 ぐために ��~韈�萎9>ﾉ(iJ��^9�ﾈ怦�2��

8 �"�#B�7鋳�性暴力被害とPTSDへの対応 �>儖ﾉnx���5i{8+�,x.�枇ﾞX怦�2��

〔研究コース〕

理論編を終了し､実際に現場でカウンセリングやケースワークにかかわっている者を対

象に､グループに分かれてCRを組み入れながらスーパーバイザーとともに検討した｡

定員: 4 5人　　時間:午前10時から午後4時　　　　受講料:8,000円

(A)福祉･医療･シェルターなどケースワーク的かかわりを必要とする現場

申込者数: 33人　　　　　受講者数: 16人

1/13(土) ･ 1/27(土) ･ 2/17(土)　　及び2/24(土)は理論編との合同講座

講師:井上摩耶子(ウィメンズ･カウンセリング京都)

(B)中･高･大学等教育の場でのカウンセリング､生徒指導等の現場

申込者数: 22人　　　　　受講音数: 1 8人

1/13(土) ･ 2/3 (土) ･ 2/10(土)　及び2/24(土)は理論編との合同講座

講師:本多　利子(ドーンセンターカウンセラー)

(C)女性センター､民間カウンセルグルーム等でのフェミニスト･カウンセリングの現場

申込者数: 34人　　　　　受講音数: 16人

1/13(土) ･ 2/3 (土) ･ 2/10(土)　　及び2/24(土)は理論編との合同講座

講師:川喜田　好意(ド-ンセンター相談担当コーディネーター)
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3　啓発学習事業

男性を含めた府民の関心を喚起し､女性問題解決のための啓発活動を行うとともに自主
的な学習活動を支援した｡

女性問題啓発講座の開催
女性問題に対する正しい理解と認識を深めるための各種講座を開催した｡

①メディア･リテラシー～ファシリテ-クー養成講座～

テレビ､新聞､雑誌などのメディアから発信される情報を主体的に読み解く力をつ

ける｢メディア･リテラシー｣のファシリテ-クーを養成する講座を開催した｡

定員: 50人　　申込者数: 88人　　受講者数: 56人

午後2時から午後4時30分

月/冒 努�7ﾒ�講師 

1 澱�#2粟���メディア.リテラシーとは? �68�8鳧���

フアシリテ-クーとは? ビデオ『ウオッチングTV』を使って 宙6x985ｨ985籀馼ｼi%99h6x6h486ﾈ自uｲﾒ��

2 澱�3�粟���テキスト『メディア.リテラシーとジ 亳y69�ITb�

エンダー』を使って(テレビCM編) 宙5(7ﾘ�ｸ5h888ｸ,ﾉ(h,ﾉ&ｨ��(/�n(*)+ﾈ+x檠�)�)�ﾂ��

3 途�粟���テキスト『メディア.リテラシーとジ �?)�ﾉvﾘ���

エンダー』を使って(新聞編) 宙6x985ｨ985籀ｮ�i�I��4�8ｸ�ｳ�6h8ｸ5�5簫��

4 途��B粟���ワークブックを使って1 ��i6�ﾈ妻���$$$�4�ｴ���68�8鳧���

5 途�#ｈｾ���ワークブックを使って2■ �6�ﾈ妻���

まとめ �68�8鳧���

②女性への暴力(加害者研究編〉
平成10年度から女性であるがゆえに受ける暴力について､ジェンダーの視点で多面

的な切り口で､その解決の方策を探ってきた｡く加害者研究編〉として､男性がなぜ
暴力を振るうのかをジェンダーの視点で解明しながら､非暴力の生き方や感情表現の
豊かさを回復するための方法を検証する講座を開催した｡

定員.50人　　申込者数: 79人　　受講者数: 72人

午後2時から午後4時

月/日 ��ｲ�ﾈ4�7ﾒ�講師 

1 湯�#�盈ｒ�加害者治療の試み:男の非暴力グルー �(i�ｩ�2越xﾝy�Xｧx�ｻ8���

tjプワークの経験から 

2 湯�#ｉmｒ�1 至なぜ男性は暴力を振るうのか- iソユング-問題として考える ��ｩ�Y�ﾒ蔭��Xｧxｻ8ﾎﾂ��

3 ����盈ｒ�l j票芸三言;三言;',k£霊歪から～ ��ywI�ｨﾆ2亥仂h4ｨ4X985ｨ8��ｲ��
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2月からは､この3年間の取り組みの中から見えてきたことをく2 1世紀の課

題編〉　として企画し､暴力のない2 1世紀にするために､私たちに出来ることを共に

考えようという講座を開催した｡
定員:第1回･第2回　50名　第3回　500名

申込者数: 248人　　受講者数: 1 92人

午後2時から午後4時(但し第3回は午後1時から午後4時)

月/日 �6X�ｸ7ﾘｷ�-�ﾗX蹌�

1 �"�#"盈ｒ�被害者支援のシステムづくりのために 

(大会議室) ������,ﾉo�ｨH,h�)Eﾉ�ｸ���
･園崎寿子(エクパット.ジャパン.関西) 

･岡本京子(暴力防止情報スペース.Apュs) 

2 �2��盈ｒ�女性への暴力を防止するために 

(大会議室) ���O�eﾉ|ﾘ7h8ﾘ4�8�8�,ﾈ�)Eﾉ�ｸ���
･池住義憲(国際民衆保健協議会<ⅠPHC.本部ニカラグ 

ア>アジア.太平洋地域コ-デイネ-夕-) 

3 �2�盈ｒ�公開講座 

(ホール) 俛�ﾝｸ��ｸ6h�ｹ<�¥ｨ5h987ﾈ5x4X8��

暴力のない21世紀のために 
～私たちにできること～ 

基調講演 
･大谷昭宏(ジャーナリスト) 

パネラー 
･川名紀美(朝日新聞論説委員) 
･金香百合(大阪YWCA幹事) 

･川喜田好意(ド-ンセンター相談担当コ-デイネ一夕-) 

･田上時子(ドーンセンター事業担当コ-デイネ-夕-) 

③ライブセミナー～女性と仕事～
いろいろな分野で活躍している女性を講師として招き､仕事の現場での生の声を聞

くことにより､女性が働き続けることを応援していく講座を開催した｡
定員:各5 0人　　午後2時から午後4時(第3回のみ午後7時から午後9時)

月/日 度耳耳7ﾒ�講師 俐��)�B�受講者費 

1 ��｢�R�#r�7鋳�グローバルな視野で仕事 亶ｹ&顫韈��E75 鉄B�

tをする 嫡�ﾔDｨ秋ﾝｸ�9|8ﾞX5ｨ986xｭi�ﾉ�9Uﾂ��

2 途��R�7鋳�自分でビジネスを立ちあ 亊ﾙgｹ�x釐���70 田b�

げる 宙xｨ4�4�5h8x984�8ｲﾙ�9Uﾈ靖/yo���

3 湯��B�7鋳�音楽家の仕事について 番�4���5x885�5H6(4�5�6x987h8ﾈ488H�ｲ��46 �3r�

4 ���#r�7鋳���公認会計士の仕事につい 帝fｸ�(ｷhﾆ"�58 鼎b���ﾂ�
■て 忠*�?ｨｬHﾛ�yJ磯hﾚ竟�醜ﾏiDh檍ﾇh贅��

5 �2�2�7鋳�プロモーションの仕事 ���69~h���ｨ5ﾈ6ｨ�ｲ�784�6�88�ｲ�】69 】 ! 鼎2�

弓について �5�4x985�6X48988�986y?ｩgｸ防ﾎﾙnYJ姐ｸ遒��
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④オール･アバウトファミリース～21世紀を目前にして､今､家族について考えて
おきたいこと～

近年､青少年問題が社会問題となっている｡一方､親の多くも子育てに対する不安
を少なからず抱えているo　これらの点を踏まえ､ジェンダ-の視点で親子関係や家族
のあり方を考える講座を開催した｡

定員:50人　　申込者数: 109人　　受講者数:89人

午後2時から午後4時

月/日 努�7ﾒ�講師 

1 免ﾂ�"盈ｒ�携帯家族 ��ｩ6饐9��Oﾂ�
～情報機器を通じた繋がり方の危うさ～ 宙8�985�8ｸ5H7ﾈ�ｸ6xﾊHｸh檍皦ﾜ鋳�

2 免ﾂ��b盈ｒ�ﾂ�引きこもる若者たち ��鞏i:��ﾘ爾�

～ジェンダーに囚われる男の子～ 忠��ｹ�Xｧx�ｻ4R��

3 ��｢�ｶﾆﾂ�3�盈ｒ�子離れ適齢期 這&ﾈｮﾉ68ﾔH�2�
～自分を生きる､子どもが活きる～l(トンセンター相緋コ-デイネ小) 

4 ��"��B盈ｒ�パラサイト人生 帝�ｩgｹdﾘ���

～母と娘の落とし穴～ 宙��ｸ8�487H5H484�8ｸﾊHｸh��+r��

5 ��"�#�盈ｒ�21世紀の家族をめざして ��泳)4驗��
～今､多様な家族像をさぐる～ 抽(,x/�*�.逢y;h4�8�7Z8轌;�蹴��鉑gｸﾔ韭���(*(,ﾈ+�5x8Bﾘ6�8ｺ9h員y+r��68�8鳧����6��ｸ985ｨ985��ｸ馼ｼi%99h5(�ｸ6h4(6ﾈ�ｸ5��ｲ��

⑤ここが変だよ､男と女!
日常生活において｢女性らしさ｣にとらわれることなく､個性や能力を発揮していく

ためのきっかけづくりの講座｡大学生の体験談を交えながら､参加者同士がどう生きた
いのか､どんな社会をつくりたいのかを考えた｡

定員:50人　　申込者数:44人　　受講者数:34人

1/20 (土)　　午後2時から午後4時

コメンテーターニ西川　政孝(日本ネイチャーゲーム協会初級指導員)

仁科あゆ美(ドーンセンター企画推進グループスタッフ)

⑨男性講座｢のぴやかに父と子｣
父親自らがいきいきと生きることと､子育ての関係を様々な立場から問題提起する｡

定員:50人　　申込者数:60人　　受講者数:35人

午後2時から午後4時

月/日 �6X7ﾒ�講師 

1 �2��r�7鋳�おやじのつぶやきトーク ～おやじと子どものつきあい方～ 俑買､ｹ�Y�8ﾚ兔仭8ｬ餠憧�

2 �2�#B�7鋳�海外のお父さん事情 ～子どももいきいき自分も楽しく～ ��
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4　女性の能力開発･ネットワークづくり事業

女性の社会参加･参画を促進するため､女性の能力の開発･育成に必要な講座等の

開催や支援事業を行った｡

(1)女性起業支援事業

女性が経済活動を行う上での社会的不平等の是正と女性の新しい働き方の創造を

目的として､自己実現につながり､社会的に意義のある仕事を創業しようとする女性
に対して､各種支援を行った｡

(丑　女性起業支援講座(基礎コース)

起業に必要な基礎的なノウ-ウや､現在活躍中の女性起業家の成功の秘訣など

を効果的に学ぶ講座を開催した｡

定員: 4 0人　　　　受講料:25,000円

<9月期>　　　申込者数: 14人　　　受講者数: 12名

l i月° 努�7ﾒ�講師 

1 偵汀"�】 オリエンテ-シヨン �(i8yWｩOﾈ��ｉ�B�4ﾈ8h8ｨ4�5h6X4"��

(i) l r 舒�+(ﾗX��

女性起業家事例紹介 ′′ 傅ﾉ�ﾙOﾈﾆ(���7�4x+�.�/�ﾔ影ｲ��ﾗ)Oith����愛h.(*�.ﾙfﾘ8�4�4ｸ486ﾓr��

2 湯�2�起業動機.現在環境の整理 ��i$ｩ��ﾂ影�7h8ﾈ4893srﾘ8����ﾈ�ﾂ��ﾈ�ﾂ�

(冒) 舒仂h,ﾉmｩ4定諍kﾒ韜hｼhﾆ�8,ﾉJﾙ�｢���ｾ�lｨ*�.x,ﾈ7h8�986ｨ984��ﾈﾏx+x.��ｴ霈h,ﾈ訷��

3 湯��ビジネスプランの必要性.スキル評価とスキルアップ �'���菷����4�8ﾒﾘ7�8ｸ5�4��ｸ8ｸ6�4X5ｒ��ﾈ�ﾂ��ﾈ�ﾂ��ﾈ�ﾂ�

(土) 舒仂h5�6x8�4�6�88�ｸ,h7(5x6ﾈ5�7ﾘ6ﾈ5x8ｸ6r�7ﾘ8H6X48984�,ﾈ�wi�ｺI�ﾙz｢��ﾘ���*�,�+ﾘ,ﾈｮ仂h,ﾈ7ﾒﾘ5�6X4(+�7h8�98ﾞﾉ�ﾂ�

4 湯����キャッシュフローについて �'���菷����4�8ﾘ�ｸ6�8ｸ5�4��ｸ8ｸ6�4X5ｒ��ﾈ�ﾂ��ﾈ�ﾂ��ﾈ�ﾂ�

(ヨ) 】 �*�,�+ﾘ,ﾈ7(5x6ﾈ5�7h8�98/���*ｸ�8+�.��*�,�+ﾘ,ﾈ7(5x6ﾈ5�7h8�98/�JﾙUﾈ+x.��*�,�+ﾘ,ﾈ7(5x6ﾈ5�-h,ﾈ4�6�6�485��

5 幡ﾇFﾂ�起業家のエチケットとマナー 亊ﾙgｹ�x釐���｣x4�5cﾘ984�8ｸ�ｲ���ﾈ�ﾂ�
i(i) 弓 �-ﾈ,h-���9{俾��ﾏ�zﾈ橙�
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②　女性起業支援講座(中級コース)

実践的なカリキュラムにより､起業に必要な知識･技術を効果的に学ぶ講座を開

催した｡

定員: 4 0人　　　受講料:20,000円

<2月期>　　申込音数: 15人　　受講者数: 13名

Le日 �7一マ 】 俎X蹌�

1 �"�ﾂ�オリエンテーション ��

(日) �7ﾘ6ﾈ�ｸ5x8�986x5�4ﾈ8ｸ/��x,�,(*�.h*B�智子.Liロp(グロ-JTILスクールハウス) 

タイムマネージメント､ビジネスマネージルは習乱よう ��ﾈ�ﾂ�

あ枕のビジネスビジョンを書いてみよう ��ﾈ�ﾂ�b�

2 �"��"�マーケティングリサーチを展開しよう �'���菷����4�8ﾘ�ｸ6�8ｸ5�4��ｸ8ｸ6�4X5ｒ��ﾈ�ﾂ��ﾈ�ﾂ�

(月) �4ﾈ886(5h8X7H8ﾘ�ｸ/�yﾘ��+X.h*B�4ﾈ886(5h8X7H8ﾘ�ｸ,ﾈ5h8X7�8ﾈ�ｸ5h8x92�

3 �"����起業の形を決めよう 俥(ﾋ8楮���7(5x6ﾈ5�7H4��ｸ8�5H4ｨ8(.���ﾈ�ﾂ�

(日) 佗���,ﾈ+ﾘ-�,佝�8雹5�/�h�+�*B�

税務の知識を持とう 良い雇用者になろう ��ﾈ�ﾂ�ﾎ9:�68ﾆ8��ぅx485夷9)���

レセプションをクリエイトしよう 亊ﾙgｹ�x釐���ｨ4�4�5h8x984�8ｸ�ｲ��

4 �"�#R�プレゼンテーションとサジェスチョン 亊ﾙgｹ�x釐���ｨ4�4�5h8x984�8ｸ�ｲ���ﾈ�ﾂ�

(日) 亢霈h徂,ﾈ4x6�5�6(6x,h7ﾘ6��ｲ�

③　女性起業支援相談

事業計画の作り方をはじめ､女性起業支援講座受講後のフォローアップとして､

起業に関する相談及び起業後の経営のステップアップのための個別相談を実施した｡

･日　程: 9/24(日)､10/28(土)､11/26(冒)､12/23(士)､1/28(日)､2/24(土)､3/25(冒)

･相談料: 2,000円(1回50分あたり)
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(2) ｢女性グループ･ネットワークのための組織開発講座｣

男女協働社会の実現をめざしている女性団体･グループが抱える悩み､課題を明ら
かにしながら､その問題の解決及びより一層力が発揮できるよう､さまざまなスキル

を学び､グループ相互のエンパワメントをはかった｡また､法人格をもつNPOをめ

ざす女性団体･グループの新しいパートナーシップづくりを支援した｡

定員:40人　　申込者数: 72人　　受講者数: 50人

日程:平成13年1月19日(金)～3月23日(金)

時間:10:30-12:30 13:30-15:30

受講料:A, B, C各3, 000円　A～C通し8～　000円

月日 度�ｲﾘ7ﾒ�俎X蹌�

①概論 

1/19 憧����,h,ﾒ���｢���ｸ������埈,ｴ���5ｨ985籀��ｩ�+r��

NPOの組織 剋R本麗子(NPO法娼塚NPOセント掃局貼) 

2/2 �5x4h985��ｸ,ﾈ雹5�,�.h.��y�H､ｩJﾒ��9ｸ皐,ﾈ.育�閲I$ｩ�Xｩ8檍ｧy*闖ZB�ｦh8�986X4(4�7ﾘ6ﾈ5x8ｸ6x���

会議の進め方と意思決定 

2/9 l ��y�H,ﾉ(h,X,ﾈ5(7�8X6ｨ5�ﾘ5cﾘ985�4ﾈ8ｲ�亶ｹgｹu(ｴ��2�6x985ｨ985��ｸ4ｨ4X985ｨ8��ｲ��

組織の開発とリーダーの役割 剌ｼ浦一枝(㈱アリーテ代表取舵) 

②ケーススタディと相談77シリテ-9-仁科あゆ美(トンセ小錦挺グループスタッフ) 

2/16≠ 泌����ﾅt���ｭi�ﾂ�剴｡木美奈子 

NPO法人エフ.エ- 劔��8ﾈ-8-ﾘ���

】 2/23F 泌��x��ｸ,h��,x.�,ﾈ4x987�8�8�986xｭi�ﾂ�剞X山順子 

申請から認証まで≠真野恭行(男女脱鮒課-ア.NPOグル-韮) 

3/2 �4�8ｸ�ｸ7h*�.t���-b� �� -ノセノー宇麦コ-Tイ不-- 

グループ紹介.交流会 
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③実践 

3/9 泌��,ﾈ馼ｼh,h馼ｼiUﾘ幵�.相川康子(NPO臥NPO脚究所暫) 

事務局スタッフの意識と役割 伜)gｹ~ﾘ������{Xｺ���5ｨ985��ｸｽ��+r��

tNPOゐ会計 剞V居誠一郎(NPO凱大尉PDセント監事､紳士) 

財源確保と助成金のとり方 冲ﾉ695I�2�4X靖��)�mx檠_�ｼy+r��

3/23 �7h8ﾈ5ｸ986x5h��98,hﾔﾉ_��5ｨ�ｸ8ｸ5���中居成子(臥-トアンド.キ†リア憾牌役) 

プレゼンテーションと広報.セ-ルス②】 l 
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5　調査研究事業

女性を取り巻く社会の動きに即応した実践的な課題について調査･研究を行ない､

市町村の事業や女性団体の活動を支援する教材の開発を行ったo

O男女協働社会づくりの推進にかかわる職員等の人材育成のためのプログラム開発

(平成1 2､ 1 3年度事業)

府内女性政策及び女性センターが現在どのような事業を展開しているのか､女性問題の

解決にどのように取り組んでいるのか､また､女性政策担当及び女性センター職員として

事業展開していく上で､どのような問蓮があり､ニーズがあるのかを調査し､その調査結

果をもとに男女協働社会づくりの推進にかかわる職員等の人材育成プログラムを開発した｡

･検討委員

森屋　裕子(女性政策コンサルタント)

中居　成子(萱歪-ート･アンド･キャリア代表取締役)

木崎いづみ(宝塚市中央公民館社会教育主事)

尼川　洋子(ドーンセンター企画推進ディレクター)

田上　時子(ドーンセンター事業担当コーディネーター)

川喜田好意(ドーンセンター相談担当コーディネーター)

･平成12年度は府内市町村女性政策担当及び府内女性センターへのアンケート調査及び聞

き取り調査を行い､調査報告書の作成を行った｡

(平成11年度は､ ｢メディア･リテラシーとジェンダー｣及びワ-クシートを作成した｡ )
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6　文化表現事業

女性による文化､表現活動を支援するとともに､女性に対する固定的なイメージや社

会意識の変革をめざす文化､表現活動を支援した｡

(1)女性映像フェスティバル2000

女性の視点による映像文化の発展と映像分野-の女性の参画の促進を図るため､女

性監督等の作品の上映や､女性映像関係者との交流を行った｡

とき:7月1日(土) ･2日(日)　参加者:延べ1, 050人

7月1日(土)　前夜祭

く映画上映〉ところ:ホール　　　　無料

時間 �>�vR�参加者数 

18こ20-18:40 18:40-20:35 �6x�ｸ4��350人 

マリルー.ディアス-アバヤ監督 

｢海に抱かれて｣ 

監督:マリルー.ディアスエアバヤ 

7月2日(日)

くビデオ上映会PARTl 〉ところ:視聴覚スタジオ　　　無料

時間 �>�vR�参加者数 

10:00-13:55 �(+8*��h*ｸ.h*J:(5�6(6r�5R�784�6�88�ｺ2�80人 

｢わたしの心はわたしの証～イスラム女性のド 

キユメン卜～｣｢カマスの人形｣｢子どもの権 

刺(中高生編)｣｢不適切な行動-高校生問 
のセクシュアル.ハラスメント｣ 

くビデオ上映会PART2 &韓国ビデオの上映会とパネルトーク〉ところ:視聴覚スタジオ

時間 亦�>�vR�参加者数 

14:00-16:00 �)^ｨ���8ﾜｸ��:)�8��,ﾈ+�+�.ｺ:(.H,�*ﾘ.�.b�120人 

Lくなるよ～アトビ-の子供をもったお母さん､ 

お父さんへ～｣｢タカさんと恵子ちゃんの岡山 

の旅～生き生き介護～｣｢steppinginto｣｢ 

中池見湿地の"ふしぎ"を探る｣｢地下鉄ウオ 

ツチング｣｢夫育て｣ 

16:00-18:00韓国ビデオの上映会とパネルトーク �120人 

∃｢平凡ではない平凡｣監督‥チヨン.ホヒヨン 

∃｢女性であることはライオンと暮らすこと｣ 
監督:ユン.ウンジョン 
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〈映画上映〉　ところ=ホール　入場料:前売り1,000円ペア1,500円/当日1,200円や1,800円

時間 �>�vR�参加者数 

13:30-15:30 �(5R�7��ｸ5ﾈ6�8ｸ5坪囗ﾚ�,ﾈ8ﾘ7ﾘ985ぼ2�380人 

監督:伊比恵子 
｢イラン式離婚狂想曲｣ 

監督:キム.ロンジノット 

ジバ.ミル-ホセイニ 
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(2)女性のためのビデオ講座の開催

①　女性のためのビデオ講座(初級編)

初心者を対象に､ビデオ作品の企画から撮影､編集までの実習を中心にした講座を

開催した｡

定員:20人　　申込者数:40人　受講者数:21人

受講料:8,000円　　　午前1 0時～午後0時

月/日 菱爾鶻粨7ﾒ�講師 

1 迭��ｉmｒ�オリエンテーション �6ぺ985ｨ985籀6i�井�ｨ鳧���6x985ｨ985籌T疋ｨ4��i_84�7�8ﾈ�ｸ5簫�岔Eieh�8���

2 迭�#R盈ｒ�企画.構成.シナリオ 

3 澱��盈ｒ�カメラワーク.ライティング 

4 ����澱�盈ｒ�撮影 

5 ��｢�b��R盈ｒ�

6. 澱�#"盈ｒ�編集 

7 澱�#忠mｒ�

8 途�盈ｒ�

9 途��2盈ｒ�

10 途�#r盈ｒ�発表会.批評会 

②　ビデオ講座(中級窮)

スタジオ収録の基礎を学び､番組制作を体験する講座を開催した｡

定員:24人　　申込者数:20人　受講者数:18人

受講料:8,000円　　　午後1時3 0分～午後4時3 0分

月/日 稗ﾘ7ﾒ�講師 

1 ��"�盈ｒ����オリエンテーション ��ｹ>ﾉ�Xｧxｻ8蹴�

市民が作った番組を見る 市民の企画制作./げリツクアクセス 傴ﾈ葺+8,h���

2 ��"��B盈ｒ�番組制作のテーマを決める �6x985ｨ985��ｸ7(6i�ｨ��*ｨ8ﾈ42ﾘ岔Eieh�8���
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再/日 �7一一..マ 俎X蹌�

3 ��"�#�盈ｒ�スタジオ収録の実習① �偬�hﾙY�9�ﾙ&｢�

4日/ll(木) i 剄¥成を考え台本を作る �6x985ｨ986x7(6hﾚXﾟ�*ｨ8ﾂﾙuｲﾘ岔Eieh�8���

5 ����ｉmｒ�スタジオ収録の実習② ��｢���徂ﾙY�9�ﾙ&｢�6x985ｨ986x7(6h朱wH�4�7�8ﾂﾘ5簫�岔Eieh�8���

6 ���#R盈ｒ�巨夕ジオ収録の実習③ 

7 �"��盈ｒ�番組収録 

8 ���"�盈ｘ�ｲ�ﾂ�番組収録 

9 �"��R盈ｒ�番組収録 

･ol2/22(木) 剩ｭ表会.評価会 �6x985ｨ985��ｸ7(6h��H*ｨ8ﾂﾘ6�ﾘ岔Eiex�8���

(3)女性芸術劇場

女性の手による女性の視点をもった舞台芸術公演を開催し､広く府民に鑑賞の機会

を提供した｡

ところ:ホール

入場料:前売　　2, 500円

当日　　3, 000円

参加者数: 660人

日時 �>�vR�出演 

4月23日(日) 14:00.-16:00 �4�8�6ｨ6�5浦��Hﾈ��劇団ひまわり 

24日(月) �(ﾟy�hｬ�x曻2�三角フラスコ 

19:00-21:00 刮煙�倶楽部二風館 

<戯曲公募>

広く府民参画のチャンスを提供することを目的として､次回｢女性芸術劇場｣開催

のための｢戯曲｣を一般から募集した｡

募集期間　平或12年10月23日～平成13年2月1日

応募総数　　33作品　(女性24人　男性9人)

決定作品　『 ｢縁の神｣おタカが行く～ジェンダー王国

りリア姫の巻～』 (梅谷　二美　作)
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(4)海外女性監督ビデオ作品収集･加工

わが国では未公開の女性監督のドキュメンタリーを独自に収集し､日本語に翻訳･

加工して､ライブラリーで視聴･貸出サービスを行い､広く府民の活用を図ったo

また､行政等が主催する女性問題啓発講座や団体･グループ等の研修教材として活

用できるよう販売も行った｡

平成1 2年度製作品名

作品名 豫I<"��ｸﾞﾂ�ｨｸｲ�制作年 倬隴B�t 種別 

恋人からの暴力 ～死にいたる愛～ �4ｨ6�5��zx7H488ｲ�8���芦2000年 �#�Z｢�ドキュメンタリー 】 

ドラッグの恐怖 ～むしばまれる若者たち～ 剴3�Z｢�ドキユルタrJ- 
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7　国際交充事業

(1)海外向け情報誌｢DAWN｣の発行

ドーンセンターの知名度を高め､情報の集積を促進するとともに､センターの活動

や日本の民間レベルの女性問題情報を海外に発信するため､海外情報誌を発行した｡
･発行時期　　平成1 3年2月

･部　　数　　3, 000部

･規　　格　　A4判12ページ

･編集会議　　次の委員からなる編集会議を設置し､編集基本方針や記事内容､執

筆依頼先等を決定した｡

<編集委員>

井上はねこ(編集工房アミ主宰)

宇野　澄江(元･ウィメンズセンター大阪スタッフ)

タマラ･スウェンソン(大阪女学院短期大学教授)

浜本　幸子(芦屋大学教授)
･基本方針　｢女性と政治｣を中心テーマに､男女共同参画社会づくりの促進へ

むけて､女性の政治への参画の現状や役割意識を探ってみる｡

ページ �>�vR�執筆者 

P1一一P5 P5 �?ｩgｸ,ﾈ��ｸ,ﾉ�ﾘ��ﾘ,ﾈｭh.ﾘ.�,hﾋｸ�8/�6b�三井マリ子 

一夕紹介を中心に幕召介する○ 

宿動紹介｢女性連帯基金｣ 倬ik�ｼr�

｢WⅠNWⅠN｣ 

｢㈲市川房枝記念会｣ 

P6 ���69&ﾘ馼,ﾈ��樞�男女協働社会づくり課 

P7-P8 鳴���ｸﾏ9^(�(,ﾈ辷�ｨ�:�,ﾈ��櫁,h,h.�,咤�森屋裕子 

伝統的な選挙手法の課題などをジュンダ 
-の視点からまとめる○ 

P9 �?ｩgｸ,ﾉ�仍8,ﾉW8輊ｶ9�H���iクマラスウエンル編集委員 l 

P10 �4�8ｸ�ｸ7h��樞�48985�7(8X�ｸ竧ﾝ竰�井上はねこ編集委員 

｢大阪ちやめ｣ 

Pll �#���D顋y�ｸ5H7�6(6y�Xﾞ2�事務局 

P12 �6��ｸ985ｨ985��ｸ,ﾈ馼ｼh��樞�事務局 

ハンドブックの発行 
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(2)海外女性ネットワーク事業
海外の女性のNGO I NPOとの交流を深め､共通する課題の解決や女性の地位向上につ

いて協力できる関係を築いていくため､日本の民間の女性グループ等と連携して､海外女性

NGO等とのネットワークづくりを支援する催しを開催した｡

① ｢国連女性2000年会議　北京+5グローバルフェミニストシンポジア報告会｣

日　　時:7月20日(木)　午後1時30分～4時30分

場　　所:パフォーマンススペース

内　容: 〔PARTl〕国連2000年会議を終えて

森屋　裕子(世界女性会議ネットワーク関西事務局長)

国信　潤子(愛知淑徳大学ジェンダー･女性学研究所長)
〔PART2〕北京+5グローバルフェミニストシンポジア報告

エレクタ･アレナル(ニューヨーク市立大学大学院女性

社会研究センター長)
リンダ･バッシュ(全米女性研究センター協議会会長)

〔PART3〕 NGO報告
正路　怜子(WWN･世界女性会議ネットワーク関西

運営委員)ほか
共催相手:世界女性会議ネットワーク関西
参加者数: 168名

② ｢女性とリーダーシップ　～女性の躍進が企業をかえる～｣

日　　時:1月21日(日)　午後1時30分～4時30分

場　　所:特別会議室

内　容:女性の能力発揮のあり方について､米国の現状に学びつつ､日本企業及び女

性の側からの事例報告をもとに討論｡
･基調講演:ジョーM･ワイス(カタリスト副代表)

･事例報告者:香川　陽子(ジャーナリスト､米国ジョージア日本人商工

会事務局長)

青木　一郎(マツダ㈱人材開発部第一人材開発グループ主幹)

小川美智子(㈱エヌ･ティ･ティ･ダイナミックテレマ京都

センター所長)

金谷千慧子(ウィメンズ･イニシャティブ代表理事)

共催相手:ウィメンズ･イ二シャティブ

参加者数: 202名
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8　健康に関する事業

(1)マシンジム講習会

ウェルネスのフロア(地下1階)に設置した温水プール及びマシンジムの管理

運営を行うとともに､マシンジム利用者講習会を実施した｡

講習会実施回数 �345回 

参 初 者 傚y�ｲ�482人 俘xﾇcs���ﾂ�

男性 �##��ﾂ�

(2)フィットネススクールの開催

府民の健康の保持･増進を図るとともに､ドーンセンター利用者の交流を促進

するため､地下1階ウェルネスのフロアにおいて､フィットネススクールを開催

した｡

定　員:スイミング15-17人　エアロビクス22人

回　数:各スクールとも10回

受講料:各スクールとも11,000円(保険料300円を含む)

スクール名 �����益ｩ?｢�l 時間 假8ﾗX�)�B�

-1日や 度ﾈ隸｢�10月期 ��ﾈ隸｢�

スイミング(初級)巨曜日 �13:45～15:00 ��r�17 ��r�17 

スイミング-(初級) 佇騅ｩ?｢�18:45～20:00 ��r�l 17 �*#r�17 

スイミング(初級) �騅ｩ?｢�13:45～15:00 ��r�17 ��r�17 

スイミング(初級) 冦益ｩ?｢�10:30～11:45 ��b�17 ��r�17 

スイミング(中級) 仞�vｩ?｢�l 巨3‥45-15=00 ��R�13 ��R�15 

ビギナーエアロビクス �騅ｩ?ｨﾕ�����｣3���#"�22 �#"�21 

ビギナ-エアロビクス 冦益ｩ?｢�19:00-20:00 �#"�22 �#��21 

ビギナーエアロビクス 仞�vｩ?｢�18:45～19:45 �#"�22 ����17 

エアロビクス 迄憺vｨﾈ��18:45～19:45 �#"�22 ���#"�22 

l リフレッシュ体操≡木曜日 �14:30～15:30 ��r�ｷﾂ�12 ��2�14 

らくらくリフレッシュ体操 仞�vｩ?｢�10:30～11:30 �#)?｣���#��22 

水中ウオーキング 仞�vｩ?｢�10:30-ll:45 辻�- 辻�17 

合計 劍+(�"�200 l �#���217 l 
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9　ドーンフェスティバル

ドーンセンターの設立趣旨である男女協働社会づくりを広くPRするため､センターの各

施設や機能を利用し､各種イベントを実施した｡

今年度は､ ｢男女共同参画社会基本法｣が昨年施行されたことに伴い､男女共同参画社会

づくりに向けて地域での取組を促進し､気運を高めるため､府民､民間団体､行政が一堂に

会し連携する場として､ ｢男女共同参画フォーラム｣を国(総理府)と大阪府の共催､ドー

ンセンターとの協賛事業として開催した｡

と　　き:平成12年11月9日(木)､ 10日(金) ･平成13年2月17日(土)

ところ　:ドーンセンター7Fホールはか

(1)男女共同参画フォーラム｢なにわで語ろう女と男の2 1世紀｣  (ウィメンズフォーラム)

①　シンポジウム

日　　時: 11月9日(木)午後1時30分～4時30分

場　　所:7Fホール

参加者数:600人

内　　容: ･大阪府女性基金プリムラ賞贈呈式

･男女共同参画推進本部報告

･女性サミット大阪(パネルディスカッション)

テーマ: ｢2 1世紀の男女共同参画社会に向けて｣

パネリスト　潮谷　義子(熊本県知事)

北村　春江(芦屋市長)

大西　珠枝(内閣総理大臣官房男女共同参画室長)

太田　房江(大阪府知事)

コーディネーター

鹿嶋　敬(日本経済新聞社編集委員兼論説委員)

参加費:無料

②　分科会

日　　時:11月10日(金)午前9時30分～11時00分

場　　所:特別会議室､大会議室1 ･ 2､パフォーマンススペース等

<第1分科会>

テーマ　:女性と労働

参加者数: 54人

講　　師:清野　博子(読売新聞大阪本社編集委員)

コーディネづ- :肥田　和子(堺市総務人権局部長)

報告者:よこの会
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<第2分科会> 参加者数: 52人

テーマ:男女共同参画を推進する教育･学習

講　師:山本　健慈(和歌山大学生涯学習教育研究センター長)

コイィネ-9-:本多　利子(スクールカウンセラー)

報告者:BBB OSAKA

<第3分科会> 参加者数: 65人

テーマ:女性に対する暴力

講　師:長谷川京子(弁護士)

コーディネート:田上　時子(ドーンセンタ-事業担当コーディネーター)

報告者:日本DV防止･情報センター

<第4分科会> 参加者数: 36人

テーマ:生涯を通じた女性の健康

講　師‥加藤　治子(阪南中央病院産婦人科科長)

コ-ディネー9- :宮田　清子(岸和田女性センター館長)

報告者:ウィメンズセンター大阪

<第5分科会>　　　　　　　　　　　　　参加者数: 6 4人

テーマ:政策･方針決定過程-の女性の参画の拡大

講　師‥跡田　直澄(大阪大学大学院教授)

コーディネーター:早瀬　昇(大阪ボランティア協会理事)

報告者:おんなの目で大阪の街を創る会

③　全体会

コ-ディネ一夕ー:尼川　洋子(ドーンセンター企画推進グループディレクター)

報告者:各分科会コーディネ-夕-
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(2)ドーンフェスティバル　　～2 1世紀へ夢えがくグループフェスタ2 0 0 1-

<ドーンセンター登録団休自主企画イベント>

ドーンセンターを拠点に活動している登録団体の活動発表と交流の場を提供するため
それぞれが自主企画し､実施するイベント(講演会､シンポジウム､パフォーマンス､

展示)をセンターの施設機能を利用して実施した｡

日　時:平成13年　2月17日(土)

場　所:パフォーマンススペース､各会議室等

参加グループ数　　4 3グループ

のべ参加者数　　1, 500人

時間 �>�vR�参加グループ数 

9:30-12:00 13:00-15:30 15:30-18:00 俎X�橙�5h987ﾈ5x4X8��8��ｸ4�5h8x6(7i9��喜20グル-プ l 

10:20-18:00 �7�7H4��ｸ7ﾘ985��8グループ 

ll:00一一18:00■ �5x鹵��iHI9��l 1 15グル-プ 
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1 0　共催事業

ドーンセンターの施設の特色を活用して実施する､当財団設立の基本理念に沿った事業
を共催した｡

月日 �>�vR�場所 仄Hﾜ9�ｨ詹_ｲ�参加者数 

4′14(金) �4�8�6ﾈ5�6X4"�48985��ｸ6�5h8x6�8ｹ?ｩgｸ迚YB�パフォーマン 度8�6ﾈ5�6X42�48985��ｸ6�5h���100 

30周年記念フォーラム｢ちがいと普遍｣ �5�5�7��ｸ5��ナル日本支部 

4/15(土) �)O�eﾉ|ﾘ/�ﾎｨ.��2�小会議室 �8�985�5H7ﾈ�ｸ6r�のベ 

3/12(土) ��8����邊�鮎､ �8ｸ�ｸ8��130 

5/26(金) �)&ｨ,ﾉO�eﾉ|ﾘ4�8ｸ�ｸ7h8��ｸ4��ｸ��ﾊ2�中会議室 �8�985�5H7ﾈ�ｸ6r�のベ 

6/30(金) 冑員C���h����邊��8ｸ�ｸ8��140 

6/1(木) �(8ｨ985�5x984ｸ8ﾘ,�.h.�8��ｸ4�5h8x6(7b�中主 ��Xﾞ8+�.(-��のベ39 

6/3(土) ���ﾌyzx*�.x齷zx-h��2�技か 

6/23(金) �)&ｨ�ｺI:��枴�ﾘﾟI�I��,ﾈ+ﾘ-�,ﾈﾊH�8馼ｼb�パフォーマン ��Xﾞ8����Xｧr顋y�Xﾚ雕h5ｨ92�161 
～地域で男女共同参画を実現するために～｣ �5�5�7��ｸ5��汁 

7/20(木) �(ﾙ�����ｳ#���D陞�9fｸｹ箋X4�8ﾘ�ｸ6�8ｸ7B�パフォーマン ��(､Yu��86ﾈ6(*�y9�ﾂ�168 

エミニストシンポジア報告会｣ �5�5�7��ｸ5��

8′19(土) �+��)j�*ｩ����+Xﾟ(,ﾉY�9n)��,ﾘ+�.ｨ*�.x,X+z8,ﾈ�8肪�ホール 傚H��檍/�.h*ﾘ+x.倅x,ﾈ橙��のべ 

20(日) �,hﾗX�橙�價��731 

9/15(金) �)�Xｼh4�6�6�485X�ｹwｹ�ﾈﾗXﾜ�ｮ��(5(�ｸ5�2�中会議室 付���ｭi�ﾈ饕�35 【 

9/17(日) �9?ｨｭH,ﾉ����ﾗXﾜ��仂iYB�

9/23(土) �%v�匁紋ｦ�ｧ｢�*-}し 鳴�7v匁tﾔ�4��E453 

～JAZZに生きる～秋吉敏子ライブ&トーク｣ 價azzOffice 

10/9(月) �)6���,ﾉY�U�･(�8ｮﾊ8,ﾈ�8肪�ホールと払いす風まかせ 冤 のべ600 l 

10/28(土) �(7ﾘ7��ｸ5�5H7�6(6s#���夜�Xﾞ2�If7*-マ工ミズプランこンい60 

シンポジウム:おとこの子育て｣ �5�5�7��ｸ5��仰��グ ��｢�

10/28(土) �)&ｨ,ﾉO�eﾉ|ﾘ4�8ｸ�ｸ7h8��ｸ4��ｸ��ﾊ2�十七 �8�985�5H7ﾈ�ｸ6r�のべ 

12/2(土) 冑員C���h����邊�i肋 �8ｲﾘ8��130 

1/21(日) �(��ｸ,h8ｨ�ｸ5��ｸ5h8x6(7b�特別会 �4X488�985定42�【202 】 
-女性の躍進が企業をかえる-｣ 亳8��ニシャテイブ 

2/17(土) �)�ﾈ,ﾉzﾈ.ｨ,ﾈ.h*H,�8,ﾈ�8肪�ホ-ル 鳴�2d85h6ﾈ7ﾒ�5(7�6ｨ5�ﾘ5h8�93����ﾂ�

3/10(土) 憂$Eif育馘�,ﾙgｹ9h,冩�,凛x,(,ﾈ*��ホール 忍if育粨�饑��120 

｢法案成立にむけての課題とDV法の役割～｣ 刄Zンター 

3/31(i) 冉ﾒﾘ4�5ｨ6(5h8x92�)f7卜7> 杷Vﾖ匁�6ﾇV"�】 80 
】｢親の役割と責任を考える｣ �5�5�7��ｸ5��生活意識研究会 
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1 1　広報事業

ドーンセンターの設置日的､施設概要､主要事業などの周知を図り､センターの利

用と事業への参加を促進するため､各種媒体を用い広報活動を行った｡

(1)情報誌『DAWN』 ～おおさか発　女と男の情報誌～の作成

ドーンセンターと大阪府(生活文化部男女協働社会づくり課)と共同編集でドー

ンセンター主催講座･イベントの案内､グループ活動紹介､センター施設紹介､

｢おおさかふ発トピックス｣等を内容とする情報誌を作成し､都道府県をはじめ府

内外の女性関連施設､市町村女性政策関連行政機関､図書館等に配付した｡
･A4版12ページ　20, 000部

･平成12年6月(第10号)　　平成12年9月(第11号)

平成12年12月(第12号)　平成13年3月(第13号)

(2)利用案内パンフレット等の作成

ドーンセンターの設置日的､施設概要､主催事業などの周知を図り､センターの

利用と事業への参加を促進するため､施設利用パンフレット､センター主催事業の

ちらし等を作成した｡

1 2　-時保育事業

子育て中の女性の社会参加を促進･支援することを目的として､ドーンセンターの

主催事業への参加者やライブラリー等の利用者を対象に｢こどものへや｣を設置し､
一時保育事業を実施した｡

(1)実施内容

①　主催事業の一時保育

センター主催事業参加者を対象として､一時保育を実施した｡

(診　定期保育

ウェルネスのフロアやライブラリー等のセンター利用者を対象として毎週木曜

日(午前･午後)と第2 ･ 4火曜日(午前)に実施した｡

･保育時間(9 : 30-1 2 : 30､ 13 : 30-16 : 30)

③　｢こどもの-や｣の貸し出し

センター施設を利用する団体･グループが保育を実施する場合に､ ｢こどもの

へや｣の貸し出しを行った｡

(2)保育協力者　　35名(平成13年3月3 1日現在)

保育協力者については､府婦人会館での協力者や大阪府内の女性関係施設におけ

る保育ボランティア養成講座終了生､保育経験者､保育士･幼稚園教諭･看護婦等

の資格所有者及び資格取得見込み者(学生)を中心に募集した｡

(3)保育協力者の定例会及び研修会
｢こどものへや｣の自主的な運営を行うため､保育協力者の参加の下､保育活動

状況や､ ｢こどものへや｣の運営等についての定例会を月1回開催した｡
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(4)  ｢こどもの-や｣の利用状況

【主催事業 劔.葦ｩ]ｸ屍�粳m益ｩ?｢��剔ﾝ出 ③ 俘xﾇb�t�ｹ(頂t"�

開催回教① 倡�,x-��保育協力碓 丶ｨﾜ94���子ども数 兢ｸ支ｺi|ﾘ�)%b�

4月 �"�12 迭�10 ���"�48 湯�21 

5月 澱�ﾂ�28 ����7 鉄r�28 湯�22 

6月 姪�"�54 �3B�i !12 】 ���"�51 迭�29 

7月 鳴�r�ﾂ�22 ��r�巨o 塔B�40 湯�26 

8月 �"����ﾂ�4 �2�【 12 ���r�40 澱�19 

9月 ����26 �#B�≡ 10 ���R�44 湯�29 

10月 澱�19 ��B�9 ���r�44 ��R�30 

11月 釘�19 ����10 涛"�38 ��R�29 

12月 �2�16 唐�8 都"�38 湯�20 

【 1月【4 �12 ��ﾂ�7 都��36 唐�19 

i 2月≡9 i �33 �#B�9 涛R�44 釘��｢�22 

1 3月弓2 �6 迭�Ij 涛b�5い 湯�21 

12年度計 田b�251 ��s"�114 ��ﾃ����501 ���r�287 

11年号計 鉄��228 ��#r�114 ��ﾃCc2�562 i ���b�271 
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第2　施設の管理

大阪府から委託を受け､ドーンセンターの管理運営を行うとともに､利用者-の

ホールや会議室等の貸し出しを行った｡

1来館者数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:人)

＼ ��8�9��ホール等 �8�487X8�8ｨ�ｲ�ウエルネス 倩ｸ���その他 俘xﾇb�1日平均 

4月 ��Bﾃツ"�ll,240 途ﾃ�湯�5,404 �32�2,026 鼎�ﾃscB�(26日) 1,568 

5月 ��"ﾃ涛"�9,135 澱ﾃCC��4,932 ��"�1,899 �3RﾃC���(22日) 1,610 

6月 ��rﾃ#釘�10,387 唐ﾃ3sr�6,429 釘�2,176 鼎Bﾃccr�(26日) 1,718 

7月 ��Rﾃンr�ll,738 唐ﾃs#��7,477 �3��1,962 鼎Rﾃ�#b�(26日) 1,763 

8月 魅�"ﾃc#b�10,600 湯ﾃイ"�7,537 �����1,677 鼎"ﾃ3�"�∴十∴ 

a 9月≡14,163 �10,200 途ﾃツB�6,179 �3B�2,099 鼎�ﾃS3��(24日) 1,689 

10月 ��Rﾃ����12,626 撞rﾃsS��5,347 涛��2,252 鼎2ﾃ涛2�(26日) 1,692 

11月 ��RﾃC�2�ll,640 ����Srﾃ��r�4,318 ��C��2,063 鼎�ﾃcc��(23日) 1,768 

12月 ��"ﾃC迭�8,560 �2ﾃ都r�3,399 �3r�1,935 �3�ﾃC�2�(23日) 1,322 

1月 ��2ﾃ�#R�10.070 迭ﾃ�3r�l 3,426 �#"�1,782 �3Bﾃ3c"�(23日) 1,494 

l 2月 ��Bﾃ鼎��9,970 澱ﾃ3�2�4,028 �#r�1,857 �3rﾃ#�b�(23日) 1,618 

l 3月; ��bﾃ33b�12,300 澱ﾃS�R�4,211 �3��2,139【 鼎�ﾃS3"�(26日) 1,597 

1 12年度計∃ ��sbﾃ�32�128,466 塔bﾃ�#��62,687 鉄s��23,867 鼎srﾃsCB�(294日) 1,625 

【 11年度中 ��cづC3B�120,661 涛�ﾃ�#��77,267 杯ﾆﾄ��22,983 鼎��ﾃピB�(295日) 1,630 
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2　会議室･ホール等の利用

各種グループが女性の白立並びにあらゆる分野-の参加及び参画を促進する目的を

もって行う学習活動等の催物の開催場所として､ドーンセンターの会議室やホールな

どを貸し出した｡

なお､センターの設置目的に支障のない範囲において､府民の健全で文化的な集会

及び催物等の実施に対しても会議室等を貸し出した｡

(1)利用状況

①　会議室等の利用率

ら と ��8�9窒R��劍7ｨ�ｸ8ｲ�３��/iフォーマンス. スペース (%) 俘xﾇb�����

会議室 刎���調理室等 傅ﾈﾇb�

4月 都B���61.5 鼎2纈�64.3 都2�2�17.3 田"絣�

5月 都"�2�68.2 �3ゅ��62.6 田��2�55.6 田"�"�

6月 都B繧�56.4 鼎"���63.7 鉄ゅr�29.3 田�繧�

7月 田r纈�59.0 鼎B紕�60.5 田R�2�32.0 鉄津2�

8月 鉄R繧�60.3 �3B���50.3 田����10.7 偵Cゅ��

9月 田ゅr�65.3 �3偵"�60.2 田�纈�44.9 鉄偵R�

10月 都�縒�59.0 鼎�ﾃ���｢�61.4 都�縒�45.3 田����

11月 田ら纈�50.7 鼎b繧�60.8 都B�"�56.1 田��"�

12月 田2纈�54.3 鼎�纈�56.4 田2綯�37.9 鉄R纈�

1月 田R���58.7 �3b繧�56.4 田�綯�47.0 鉄b�"�

2月 都R���56,5 鼎R�"�64.7 田b縒�25.8 鼎b�"�

3月 田b���44.2 �3ゅR�55.9 鉄2�2�42.7 鉄R���

12報計 田ゅb�57,8 鼎����59.7 田2纈�36.5 鉄ゅ����

11年度計 都�綯�62.9 �3R�6�絣�田b紕�36.1 鉄偵r�

②　利用目的別比率

種別 冦ｩ4�>�y駅�３��劍自Lｩy駅��３��
財配膳産等t登録団体その他合計 

会議室等 �2�2�33.4 �#�縒�SゅB�鼎�綯�

ホール �2纈�8.7 ��r纈�30.5;69.5 

パフォーマンス.スぺ-ス �"纈�7.4 ��偵��30.1169.9 

計 �2紲Vﾂ�2��#�紊Sb���佑C2纈�
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③　曜日別､時間帯別利用率

種⊆ 剏ﾟ前(冗) 佻�2��r��夜間(%) 佗b�
別 �(9:30-12:00) 茶�3｣��ﾓ�s｣����(18:00-21:30) 窒R��

A平日 �49.6 都���53,9 鉄ゅ��

義 室 等 �7况｢�65.2 涛��"�58.7 都�縒�

口説 鉄2紕�87.6 �#B紕�55.2 

小計 鉄2���77.9 鼎ゅ"�59.7 

南 �57.7 都b�"�40.5 鉄ゅ��

ホ I ル �7况｢�69.4 塔偵��61_2 都2絣�

目視 塔B綯�95.4 鳴�3RﾃB�71.8 

相 田b���83.0 鼎"纈�ﾂ�63.9 

パフォーマン ス.スペース 刎��21.4 �#ゅb�25.0 �#R���土曜 鼎B纈�67.3 鼎B纈�52.4 

目視 鉄b纈�72.3 �32繧�54.4 

小計 �32縒�45.4 �3�絣�36.5 

合計 �*��48.7 田偵��51.9 鉄b綯�

土曜 田B紕�89.9 鉄ゅ"�70.8 

目視 鉄R�"�87ー2 �#R絣�55.9 

欄 鉄"繧�76.6 鼎r���58.8 

3　視察対応

全国の行政関係､女性団体･グループ及び海外からの視察を受け､センター設立の趣

旨･目的並びに事業概要の説明を行ったo

行政関係 刳e種団体 凾ｻの他 剄㈹v 

件数 ��ﾉ�B�件数 ��ﾉ�B�l件数 ��ﾉ�B�件数 ��ﾉ�B�

12年度計 �3"�277 ��"�121 售�?｣s2�鉄Dﾆ｣s��

11年度計 ����283 �#R�280 迭�37 鼎�b"�
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4　グループ活動の支援等

ドーンセンターを定期的に利用するグループの活動支援と利用の促進及び交流を図る

ため､次のとおり施設の提供等を行った｡

(1)グループロッカーの設置

グループが学習等の活動を行うために必要な物品を保管するとともに､グループ相

互の情報交換場所として､センター内にグループロッカールームを設けた〇
･利用団体数1 16団体･グループ(平成13年3月31日現在)

(2)登録団休制度の実施

男女の自立とあらゆる分野への参加･参画を促進することを目的として､ドーンセ

ンターを定期的に利用するグループを利用者団体として登録し､優先的にセンターを

利用できるよう､一般の利用申込受付に先立って､利用申込を受け付ける制度を実施

した｡

･登録団体数　203団体･グループ(平成13年3月31日現在)

(3)ワークステーションの運営

ヮークステーションに印刷機等の機器類を設置し､団体･グループ等の自主的な活

動のために必要なちらし･資料等の印刷やコピー､木工作業等の軽作業を行うことが

できる無料のスペースを提供した｡
･設置機器　印刷機､コピー機､紙折機､裁断機､製本機､木工電動工具

(利用状況　〉

利用者数(人) �8ﾟﾈｴ�y駅�&9�ﾉ�B�ワープロ利別淋数 

4月 塔C��168 ��r�

5月 塔c��141 �"�

6月 涛�b�141 迭�

7月 塔s��164 】 途�

8月 都sr�106 唐�

9月 塔s��134 乂�2�

10月 涛S2�155 �2�

11月 塔sr�147 ���

12月 塔�2�154 亦���

1月 都C��116 �"�

2月 田���161 i ���

3月 塔SR�207 釘�

合計 白���ﾃ�cB�弓1,794 田��
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(4)情報交換プラザの運営

センター内外で行われる各種行事の情報提供及びグループ活動の交流や情報の交

換が行えるよう､ 1階の情報交換プラザにおいてグループ･団体､行政機関等のち

らしやパンフレット等を配架した｡

府庁関係 俛�H�9*ﾉ�｢�他の女性センター 俾偃X4�8ｸ�ｸ7b�合計 

12年度 鼎3��611 �#Crﾒ�850 �"ﾃ�Cb�

11年度 鉄3B�647 �3�B�916 �"ﾃC���
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第3　財団の運営

1理事会の開催

第20回 平成12年5月2日(火)

内　容:理事の選任について

監事の選任について

理事長の互選について

専務理事の指名について

平成12年6月26日(月)

内　容:平成11年度事業報告及び収支決算について

平成12年8月31日(木)

内　容:理事の選任について

理事長の互選について

平成12年9月26日(火)

内　容:規程の制定について

平成12年12月1日(金)

内　容:平成12年度事業計画の変更及び収支補正予算について

平成13年3月29日(木)

内　容‥平成12年度収支補正予算について

平成13年度事業計画及び平成1 2年度収支予算について

諸規定の一部改正について

2　ドーンセンター運営推進委員会の開催

ドーンセンターの機能を十分に活用し､有効かつ円滑な事業運営を図るため､ト

ンセンター運営推進委員会を開催し､種々の意見､提言をいただいた｡

第16回　　平成1 2年7月3日(月)

内　容=平成11年度事業報告について

平成12年度事業計画について

第17回　　平成12年11月21日(火)

内　容:ホール.会議室の利用状況と利用手続きについて
平成12年度事業経過及び今後の事業運営について
｢女性に対する暴力をなくす｣キャルンについて

第18回　　平成13年2月26日(月)

内　容:座長の選出及び副座長の指名について
平成12年度事業報告及び平成13年度事業計画案について
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平成1 2年度　ド-ンセンターヨ≡催喜寿座-イベント-覧

戟 俎Xﾜ�kﾂ�4月 店ﾈ��6月 度ﾈ��8月 祷ﾈ��10月 ���ﾈ��12月 ��ﾈ��2月 �8ﾈ��

T青摂 ��饑�ｨ駅�ﾗXﾜ�ス��b���ﾓr��R�� �� �� �� �� ��岩 ��

情報活動専門講座(5回8/3.8/24.9/14.9/28.10/19) �� �� 亦� 儘b� ��

ドーンネット検索講習会 冦b�孝 �<R�妻 亦�%* ����蛋 ���

柑炎 ���&韭侘�4x7�6辻姶SX��b��Rﾓr��r�#ふ���R�� 坦� �� 坦� 坦� �ｨ�����# ���

･胡坐ddJ)の却めウンヒリン頚鮭(13回5/19-6/弧的10/27) % �� �� �� 

フェミニストrカウンセリング評判座㈱伯巨‖1/ll.､甘24) 女性関係相談事業担当者講座(4回2/2.2/9.2/16.2/23) �� ��

葦 亶�ｶiM��#):(ﾆ�ﾓ8��目4��欄#"鶇ﾍ2�� �� �� �� �� �� �2�
〝ライブヒミナ-鮒妙(5回5m.7/159/141/27.班) ��A �� �� �� �� �� 

a ��蛋 �� ��ｷ��ﾇ鈔�# ��# 

〝メデイ7リテラシー(6回6/盟-甘狙12/2) �� 舒r� �� ��� ��

uオ-Jレ.フワt>ト.77ミリ-i(5回11/2.1か2ー) 

i ��男妄 

･イント油-/a,)恒陸離(2回3/17.3/24) �� �� �� �� ��

官的 開琵 傚y�ｸ4萋､ﾂﾘ7b�6ﾈ6(6x8�4�,ﾈ+ﾘ-�們����亜����蔦2�#2�� �� �� 礼�7r� �� ��8･��R� ��

-臣(';器1Zz, �� ��- 剪� ��傀��QQ; �� ��

刃ヒ 表現 ���&���,ﾈ7���ｩ��蜑](xｹ�ﾓR��┬汀#r��ﾘ����8������ｸ�9e�ﾟy�hｬ�,"ィ�#2�#B儘b��� �� �� ��a ��% ��

女性映像フエステ/<Jレ(トーク､明晩ヒ映靭CT/1.2) �� �� �� �� ��

トン ブZか イ仰 �4X488�985�7H4��ｸ8�8�y8飃��7�&ｨﾟ(4坪8�8���(,�,�.ﾘ,Xﾎｨ.ｸ*H�,i&ｨ,ﾃ#��(ｴ�2�?｢������ �� �� �� 亦� ��芽 ��

企画参加型イベントグループフェスタ2001(2/17) �� �� �� �� �� �- 



参　考　資　料



財団法人大阪庁守男女協働二日二会
-づく　り財団　　設　立　趣　意　書

1 97 5年の｢匡Ⅰ際婦人年｣及びこれに続く｢国連婦人の1 0年｣を契機として､世

界各国では､女性の地位向上や女性に対するあらゆる差別の撤廃に向けての取り組みが

積極的に進められてきました｡

我が国においても､男女雇用機会均等法の制定をはじめ国内関係法の整備を行い､

｢女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約｣を批准するとともに､新国内

行動計画を策定し､女性関係施策を推進しております｡

大阪府においても第1期､第2期行動計画に続き､平成3年9月には第3期行動計画

｢女と男のジャンプ･プラン｣を策定し､知事を本部長とする大阪府女性政策企画推進

本部のもとに女性問題の解決を図るための施策を積極的に推進しております｡

大阪が地球時代にふさわしく､人間と自然の調和を保ち､かつ文化の薫り高いEg際都

市へ発展していくためには､男女が共に人間として尊重され､性差にとらわれることな

く､豊かな人間関係のなかで､人生のあらゆる段階で支えあうことのできる社会､即ち､

男女の自立並びにあらゆる分野-の対等な参加･参画に基づく男女協働社会を実現する

ことが不可欠でありますo

しかしながら､男女の固定的な役割分担意識はまだ根強く､男女の自立及びあらゆる

分野への対等な参加･参画を不十分なものとしています｡また､近年における高齢化､

情報化､国際化等の急激な進展により､女性問題に係わる新たな課題が生じてきており

ます｡

男女協働による真に豊かな社会を実現するためには､行政の力だけで達成できるもの

ではなく､民間においても女性問題の解決に向けて社会的な気運の醸成を図るとともに､

企業､民間団体さらには府民一人ひとりが知恵と創意を発揮して積極的な活動を展開す

ることが重要です｡

財団法人大阪府男女協働社会づくり財団は､そうした行政並びに府民､民間団体等が

連携した多様な活動を効果的に推進するために中心的な役割を果たすとともに､男女の

自立とあらゆる分野への対等な参加及び参画を促進するため､情報の収集及び提供に関

する事業､能力開発に関する事業､女性の抱える問題に関する相談事業､女性の交流の

促進並びに文化及び表現活動の支援に関する事業､調査研究及び啓発学習に関する事業､

女性の健康に関する事業及びドーンセンター(大阪府立女性総合センター)の管理運営

を行うこと等により､男女協働社会の実現に寄与することを目的として設立するもので

あります｡
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財団法人大阪府男女協働社会
｢づ　く　り　月オ団　　寄　　附　　行　　為

第1章　総則

(名称)

第1条　この法人は､財団法人大阪府男女協働社会づくり財団と称するC

(事務所)

第2条　この法人は､事務所を大阪市中央区大手前1丁目3番49号に置く｡

(目的)

第3条　この法人は､大阪府の区域内において､男女の白立並びにあらゆる

分野-の対等な参加及び参画を促進する事業を行い､もって男女協働社会

の実現に寄与することを目的とする｡

(事業)

第4条　この法人は､前条の目的を達成するため､次に掲げる事業を行う｡

(1)女性に関する情報の収集及び提供に関する事業

(2)女性の能力開発に関する事業

(3)女性の抱える問題に関する相談事業

(4)女性の交流の促進並びに文化及び表現活動の支援に関する事業

(5)男女の自立並びにあらゆる分野への対等な参加及び参画を促進するた

めの調査研究及び啓発学習に関する事業

(6)女性の健康に関する事業

(7)前各号に掲げる事業及び施設の管理運営の受託に関する事業

(8)前7号に掲げるもののほか､この法人の目的を達成するために必要な

事業

第2章　資産､会計及び事業計画

(賓産の構成)

第5条　この法人の資産は､次に掲げるものをもって構成する｡

(1)設立当初の財産目録に記載された財産

(2)寄附金品

(3)資産から生ずる収入

(4)事業に伴う収入

(5)その他の収入
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(資産の種別)

第6条　資産は､基本財産及び運用財産の2種とする｡

2　基本財産は､次に掲げるものをもって構成する｡

(1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産

(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産

(3)理事会において運用財産から基本財産に繰り入れることを議決した財

産

3　運用財産は､基本財産以外の財産とする｡

(資産の管理)

第7条　資産は､理事長が管理し､その方法は､理事会の議決を経て､理事

長が別に定める｡

2　基本財産のうち現金は､郵便官署若しくは確実な金融機関に預け入れ､

信託会社に信託し､又は国債､公債その他確実な有価証券に換えて保管し

なければならない｡

(基本財産の処分の制限)

第8条　基本財産は､これを処分し､又は担保に供することができないD

ただし､この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは､理事会に

おいて､理事数の4分の3以上の同意を得､かつ､大阪府知事の承認を得

て､'その一部を処分し､又はその全部若しくは一部を担保に供することが

できる｡

(経費の支弁)

第9条　この法人の経費は､運用財産をもって支弁する｡

(事業計画及び予算)

第10条　この法人の事業計画及び予算は､理事長が作成し､毎会計年度開始

前に理事会の議決を得なければならない｡これを変更する場合も同様とす

る｡

(暫定予算)

第11条　前条の規定にかかわらず､やむを得ない理由により予算が成立しな

いときは､理事長は､予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出する

ことができる｡

2　前項の収入支出は､新たに成立した予算の収入支出とみなす｡

(事業報告及び決算)

第12条　理事長は､毎会計年度終了後3カ月以内に､事業状況報告書､収支

計算書､正味財産増減計算書､貸借対照表及び財産目録等を作成し､監事
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の監査を経て､理事会の承認を得なければならない｡

(長期借入金)

第13条　この法人が資金の借入れをしようとするときは､会計年度の収支を

もって償還する短期借入金を除き､理事会において理事数の3分の2以上

の同意を得､かつ､大阪府知事の承認を得なければならない｡

(会計年度)

第14条　この法人の会計年度は､毎年4月1日に始まり､翌年3月3 1日に

終わる｡

第3章　役員

(種別)

第15条　この法人に､次に掲げる役員を置く｡

(1)理事長　　　　1人

(2)専務理事　　　1人

(3)理事(理事長及び専務理事を含む｡ )

1 0人以上2　0人以内

(4)監事　　　　　　2人

(選任)

第16条　理事及び監事は､理事会において選任し､大阪府知事の承認を得る

ものとする｡

2　理事長は､理事の互選により定める｡

3　専務理事は､理事会の同意を得て理事長が指名する｡

4　理事及び監事は､相互に兼ねることができない｡

5　理事のいずれか1名とその親族その他の特別の関係にある者の合計数は､

理事数の3分の1を越えてはならない｡

6　監事は､相互に親族その他の特別の関係にある者であってはならない｡

(職務)

第17条　理事長は､この法人を代表し､業務を統括する｡

2　専務理事は､理事長を補佐し､日常の業務を処理し､理事長に事故があ

るとき又は理事長が欠けたときは､その職務を代行する｡

3　理事は､理事会を構成し､業務を議決し､執行する0

4　監事は､次の職務を行う｡

(1)法人の財産の状況を監査すること｡

(2)理事の業務執行の状況を監査することo

(3)財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは､こ
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れを理事会及び大阪府知事に報告すること｡

(4)前号の報告をするため必要があるときは､理事会を招集すること｡

(任期)

第18条　役員の任期は､ 2年とする｡ただし､再任を妨げない｡

2　掃欠又は増員により選任された役員の任期は､前任者又は現任者の残任

期間とする｡

3　役員は､辞任又は任期満了の後においても､後任者が就任するまでは､

その職務を行わなければならない｡

(解任)

第19条　役員が次の各号のいずれかに該当するときは､理事会において､理

事数の4分の3以上の議決により､これを解任することができる｡ただし､

理事会において､その役員に対し､議決の前に弁明の機会を与えなければ

ならない｡

(1)心身の故障のため､職務の執行に堪えられないと認められるとき｡

(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったと認

められるとき｡

(報馴等)

第20条　役員は､無給とする｡ただし､常勤の役員は､有給とすることがで

きる｡

2　役員には費用を弁償することができる｡

3　前2項に関し必要な事項は､理事会の議決を経て､理事長が定める｡

第4葦　理事会

(構成)

第21条　理事会は､理事をもって構成する｡

(権能)

第22条　理事会は､この寄附行為で別に定めるもののほか､この法人の運営

に関する重要な事項を議決する｡

(種類及び開催)

第23条　理事会は､通常理事会と塩時理事会の2種とする｡

2　通常理事会は､毎年2回開催する｡

3　臨時理事会は､次の各号のいずれかに該当する場合に開催する｡

(1)理事長が必要と認めたとき｡

(2)理事数の3分の1以上の理事から会議の目的を記載した書面によって

-60-



開催の請求があったとき｡

(3)監事が第1 7条第4項第4号の規定により､招集したとき｡

(招集)

第24条　理事会は､理事長が招集する｡ただし､前条第3項第3号の規定に

よる場合は､監事が招集する｡

2　理事長は､前条第3項第2号の規定による請求があったときは､その日

から1 4日以内に臨時理事会を招集しなければならない｡

3　理事会を招集するときは､会議の日時､場所､目的及び審議事項を記載

した書面をもって､少なくとも7日前までに通知しなければならない｡

(議長)

第25条　理事会の議長は､理事長が当たる｡

(定足数)

第26条　理事会は､理事数の3分の2以上の出席がなければ開会することが

できない｡

(議決)

第27条　理事会の議事は､この寄附行為で別に定めるもののはか､出席した

理事の過半数をもって決し､可否同数のときは､議長の決するところによ

る｡

(書面表決等)

第28条　やむを得ない理由のため､理事会に出席できない理事は､あらかじ

め通知された事項について､書面をもって表決し､又は他の理事を代理人

として表決を委任することができる｡

2　前項の場合における前2条の規定の適用については､その理事は出席し

たものとみなす｡

(議事壕)

第29条　理事会の議事については､次の事項を記載した議事録を作成し､こ

れを保存しなければならない｡

(1)日時及び場所

(2)理事数

(3)出席した理事の数及び氏名(書面表決者及び表決委任者については､

その旨を付記すること｡ )

(4)審議事項及び議決事項

(5)議事の経過の概要及びその結果

(6)議事録著名人の選任に関する事項
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2　議事録には､その会議において出席した理事の中から選任された議事録

著名人2人以上が､議長と共に署名押印しなければならない｡

第5章　委員等

(設置)

第30条　本財団に､第4条に定める事業の円滑な促進を図るため､必要に応

じ､委員を置き､又は委員会を設置することができる｡

2　委員の選任､委員会の設置､運営その他必要な事項は､理事会の同意を

得て､理事長が別に定める｡

第6章　事務局

(設置)

第31条　この法人の事務を処理するため､事務局を置く｡

2　事務局には､事務局長その他の職員を置く｡

3　事務局の職員は､理事長が任免する｡

4　事務局の組織及び運営に関し必要な事項は､理事会の議決を経て､理事

長が別に定める｡

(書類及び帳簿の備付け)

第32条　事務所には､次に掲げる帳簿及び書類を常に備えておかなければな

らない｡

(1)寄附行為

(2)理事､監事及び職員の名簿及び履歴書

(3)許可､認可等及び登記に関する書類

(4)寄附行為に定める機関の議事に関する書類

(5)収入､支出に関する帳簿及び証拠書類

(6)資産､負債及び正味財産の状況を示す書類

(7)その他必要な帳簿及び書類

第7章　寄附行為の変更及び解散

(寄附行為の変更)

第33条　この寄附行為は､理事会において理事数の4分の3以上の同意を得､

かつ､大阪府知事の認可を得なければ変更することができない｡

(解散)

第34条　この法人は､民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によ

るほか､理事会において､理事数の4分の3以上の同意を得､大阪府知事
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の承認のあったとき解散する｡

(残余財産の処分)

第35条　解散後の残余財産は､理事会の議決を経て､大阪府知事の許可を得､

この法人と類似の目的を有する公益法人又は大阪府に寄附するものとする｡

第8章　雑則

(委任)

第36条　この寄附行為の施行について必要な事項は､寄附行為に定めるほか､

理事会の議決を経て､理事長が別に定める｡

附則

1　この寄附行為は､この法人の設立許可のあった日から施行する｡

2　この法人の設立当初の役員は､第1 6条第1項から第3項の規定にかか

わらず､設立者の定めるところとし､その任期は､第1 8条第1項の規定

にかかわらず､平成8年3月3 1日までとする｡

3　この法人の設立初年度の事業計画及び予算は､第1 0条の規定にかかわ

らず､設立者の定めるところによる｡

4　この法人の設立初年度の会計年度は､第1 4条の規定にかかわらず､設

立許可のあった日から平成7年3月3 1日までとする｡

附則

(施行期日)

1　この寄附行為は､平成6年9月1日から施行する｡
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財団法人　大l坂府男湖社≦≧-づく　り財団

役員名簿　　　　　　　　　　　　　　　　平成1 3年3月3 1日現在

役員名 冩��Ykﾂ�

理事長 乖�gｹ;�b�大阪府副知事 

専務理事 �9?�69DR�大阪府立女性総合センタ-館長 

理事≧ i �IW9��杠�)�2�二村坂府教育委員会委員 

理事室 處ﾗ腟ｩ:����H���阪南中央病院産婦人科科長 

理事 蜜7��(ｷhﾆ(ｧ委iDh檍ﾇh贅����

理事 冦曳ｹ��5�5豚5"�室大阪労働局雇用均等室長 

理事 俘(ｻH支,I�r�大阪国際文化協会代表 

理事 �'ﾉ(hﾆ)Oﾈ���龍谷大学経済学部教授 

理事 鳴��ｩ'ﾈ�(毎���B���jd坂府生活文化部長 F 

理事 ��(i�ﾉ���ﾂ�大阪女子大学学長 

理事 ��ﾉm���H韈��園田学園女子大学文学部教授 
劇場｢タイニィ.アリス｣主宰 

理事 仍ﾘﾗh蕀Ob�関西経済同友会常任幹事.事務局長 

理事 冏�>�6�h���関西ニュービジネス協議会常任幹事 

理事 偃�鉑&b�弁護士 

監事 刎�ｨ�粳(�5B�二村坂府副出納長 

監事 �ｩ?ｨ,H壕ﾆ�8�8b�大阪府生活文化部次長 
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ドーンセンター運営推進委員会設置要綱

(設置)

第1条　大阪府立女性総合センター(ド-ンセンター(以下｢センタ-｣というo ) )

の機能を十分に活用し､有効かつ円滑な事業運営を図るため､センター館長(以下

｢館長｣という｡ )の下にド-ンセンター運営推進委員会(以下｢委員会｣というo )

を置く｡

(所掌事務)

第2条　委員会は､センターの円滑な事業運営に関して意見及び提言を行うo

(組織)

第3条　委員会は､館長が学識経験者､団体･グループ､利用者等の中から委嘱した委

員をもって組織する｡

2　委員会に､座長及び副座長をおく｡

3　座長は､委員の互選により選任し､副座長は､座長の指名による｡

4　座長は､委員会を代表し､会務を総括する｡

5　副座長は､座長を補佐し､座長に事故あるときは､その職務を代理するo

(任期)

第4条　委員の任期は､ 2年とする｡ただし､補欠の委員の任期は､前任者の残任期間

とする｡

(招集)

第5条　委員会は座長か招集し､座長がその議長になる｡

(報酬)

第6条　委員は無報酬とする｡ただし､委員には別に定めるところにより費用を弁償す

ることができる｡

(庶務)

第7条　委員会の庶務は､財団法人大阪府男女敵働社会づくり財団事務局において行うo

(委任)

第8条　この要綱に定めるもののほか､委員会の運営に関して必要な事項は､館長が定

める｡

附則

この要綱は､平成6年1 0月27日から施行する｡
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ドー　ンセ　ンター運営推進委員

平成1 3年3月3 1日現在

氏名 冩��Ykﾂ�備考 

九本郁子 ��Xﾞ8�ｧx��%ｨｯｩ�Xｧxｻ8�阯�ﾎｨ怩�座長 

中村正 凛ykﾘｭ��Xｧx�ｻ8�韃仂h��檍ｧyYB�副座長 

笠原洋子 �?ｩgｸ7��ｸ7Xｺhｶ8檍ｭi�ﾈ迚YB� 

坂上洋平 ��9yﾘ4ｨ4X985ｨ8��ｲ� 

佐々木敬子 ��饑�,ﾉ�5Bﾘ7(5�｢� 

杉山洋子 �6x8�985�986ﾈ6(6x8��ｸ4��i[xｭi�ﾈ辷ｼr� 

竹沢澄子 ��Xﾞ4ﾄI�X,ﾈ檍*�+ﾘ-8*ﾘ橙� 

田中せつ子 �$ｨﾏｸ橙� 

田矢きく �4�7��ｸ8ｸ6ﾈ6(6x8�4��Xﾞ2� 

坪井真規子 �4x4�7�6(6r�5x887�98ｭi�ﾂ� 

鶴丸ちづる 做衣x,ﾈ橙� 

中田理恵子 倆�&9d��ﾉYIx陝�_｢��ﾈﾊ�ﾊHｸh�� 

永田眉軍 囘hﾅ(橙� 

畑律江二 冑�?ｩ�i[x��ｧxﾇﾉYIYｹYI+r� 

藤本裕子 �8�6h4(4�7h8ﾘ6h8X�ｸ5H�ｸﾋ9=�ｩ�y_�;��x7h8ﾘ6c�ﾘ5H�ｲ� 

松尾直嗣 兢佩ﾈ贅� 

峯田美香 �4��ｸ6x7H8ｴb� 

村上信夫 比┿�Xﾞ9_ｩ�xｼx6��ｸ7B�4�6�4X985Bﾒ� 

村本邦子 傚y�ｸ8�487H5H484�8ｸﾊHｸh��+r� 

森屋裕子 ��(､X��ｸ檍ｶ86ﾈ6(6x8��ｸ4隴i�ﾂ� 
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大阪府立女･l生総合セ　ンタ-条仔rJ

(設置)

第1条　女性の自立並びにあらゆる分野への参加及び参画を促進し､もって男女協働社
会の実現に資するため､大阪府立女性総合センター(以下｢センター｣という｡ )を

大阪市中央区大手前1丁目に設置する｡

(事業)

第2条　センターは､次に掲げる事業を行うo

(1)女性の抱える問題に関する相談を行うこと｡

(2)女性に関する情報の収集及び提供を行うこと｡

(3)女性の日立並びにあらゆる分野への参加及び参画を促進するための講習会､講演

会､催物等を開催すること｡

(4)センターの施設を前号に規定する講習会､講演会､催物等の開催の用に供するこ

と｡

(5)前各号に掲げるもののほか､前条の目的を達成するため必要なこと｡

2　センターは､前項各号に掲げる事業を行うはか､前条の目的の達成に支障のない限

り､その施設を府民の健全で文化的な集会､催物等の利用に供することができる｡

(管理の委託)

第3条　知事は､センターの管理に関する事務のうち､センターの利用､事業の運営及
び施設の維持に関する事務を財団法人大阪府男女協働社会づくり財団に委託すること
ができる｡

(利用料金)

第4条　知事は､前条の規定によりセンターの管理の委託を受けた者(以下｢管理受託

者｣という｡ )にセンターの利用に係る料金(以下｢利用料金｣という｡)を当該管

理受託者の収入として収受させることができる｡

2　前項の規定により利用料金を管理受託者に収受させる場合においては､センターを

利用しようとするものは､当該管理受託者に利用料金を支払わなければならない｡
3　前項の利用料金の額は､管理受託者が次の各号に掲げる場合の区分に応じ､当該各

号に定める額の範囲内で定めるものとする｡ただし､マシンジム､フィットネススタ

ジオ､プール及び駐車場の利用料金の額は､別表第2に掲げる金額の範囲内で定める

ものとする,

(1)利用者が第1条の目的のために利用する場合　別表第1に掲げる金額

(2)前号に掲げる場合以外の場合　別表第1に掲げる金額に2を乗じて得た額

4　前項の場合において､管理受託者は､あらかじめ利用料金の額について知事の承認

を受けなければならない｡その額を変更するときも､同様とする｡

5　知事は､前項の承認をしたときは､その旨を公示しなければならない｡

6　管理受託者が既に収受した利用料金は､還付することができない｡ただし､管理受

託者は､知事が別に定める基準に従い､利用料金の全部又は一部を還付することがで
きる｡

7　管理受託者は､知事が別に定める基準に従い､利用料金を減額し､又は免除するこ

とができる｡

(規則への委任)

第5条　この条例に定めるもののはか､センターに関し必要な事項は､規則で定める｡

附　則

この条例は､平成1 2年4月1日から施行する0
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大阪府立女･l生糸畜舎センタ-条仔rJ方畠行規員rl

(趣旨)

第1条　この規則は､大阪府立女性総合センター条例(平成6年大阪府条例第1号｡以

下｢条例｣という｡ )第4条第6項ただし書及び第7項並びに第5条の規定に基づき

､大阪府立女性総合センター(以下｢センター｣というo )の管理に関し必要な事項

を定めるものとするD

(開館時間)

第2条　センターの開館時問は､午前9時3 0分から午後9時3 0分までとする｡ただ

し､知事は､特別の理由があると認めるときは､開館時問を臨時に変更することがあ

る｡

(休館日)

第3条　センターの休館日は､次に掲げる日とする｡ただし､知事は､特別の理由があ

ると認めるときは､休館日を変更し､又はこれらの休館日以外の休館日を臨時に設け

ることがある｡

1水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和2 3年法律第1 7 8号)に規定

する休日(以下｢休日｣という｡ )に当たるときは､その日後最初に到来する平日

(土曜日､日曜日及び休日以外の日をいう｡以下同じ｡ ) )

2　休日(1月1日を除く｡ )の翌日(その日が土曜日､日曜日､休日又は前号に掲

げる日に当たるときは､その日後最初に到来する平日(前号に掲げる日を除く｡ ))

3　12月29日から翌年の1月3日までの日

(利用の制限)

第4条　センターを引き続き7日を超えて利用し､又は同じ月のうち7日を超えて利用

することはできないoただし､マシンジム､フィットネススタジオ､プール若しくは

駐車場を利用しようとするとき､又は知事が特別の理由があると認めるときは､この

限りでない｡

(利用の申込み)

第5条　センターを利用しようとするものは､利用申込書(別記様式)を知事に提出し､

その承認を受けなければならない｡

2　前項の規定にかかわらず､センターのマシンジム､フィットネススタジオ､プール

又は駐車場の利用(フィットネススタジオ及びプールにあっては､一般使用によるも

のに限る｡ )をしようとする者は､知事が別に定める利用券の交付による承認を受け

なければならない｡

(利用料金の還付の基準)

第6条　条例第4条第6項ただし書の知事が別に定める基準は､次の各号に掲げる場合
の区分に応じ､当該各号に定める額を還付することができることとする｡

1天災その他前条の規定により利用の承認を受けたもの(以下｢利用者｣という｡ )

の責めに帰することのできない理由によりセンターを利用できない場合で条例第4条

第1項に規定する管理受託者(以下｢管理受託者｣という｡ )が適当と認めるとき

条例第4条第1項に規定する利用料金(以下｢利用料金｣という｡ )に相当する額
2　利用者が利用の申込みを取り消した場合において､センターの施設の利用状況及び

利用形態に応じて施設の有効な活用に支障がなく､管理受託者が適当と認めるとき

利用の申込みの取消しの時期に応じて管理受託者が適当と認める額
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(利用料全の減免の基準)

第7条条例第4条第7項の知事が別に定める基準は､次の各号のいずれかに該当する
場合に､利用料金を減額し､又は免除することができることとする0

1天災その他の緊急事態の発生により､避難し､待械する場所として､国又は地方公

共団体がセンターを利用する場合で管理受託者が適当と認めるとき｡

2　次に掲げる者がセンターのマシンジム､フィットネススタジオ又はプールを利用す

る場合で管理受託者が適当と認めるとき｡

ィ　身体障害者福祉法(昭和24年法律第2 8 3号)第1 5条第4項の規定による身

体障害者手帳の交付を受けている者

口　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和2 5年法律第1 2 3号)第4 5

条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
ハ　知的障害のある者と判定されて､療育手帳の交付を受けている者

ニ　イからハまでに掲げる者(以下｢要介護者｣という｡ )を介護する者(要介護者
一人につき一人に限る｡ )

3　要介護者が運転し､又は同乗する日動車についてセンターの駐車場を利用させる場

合で管理受託者が適当と認めるとき｡

4　前3号に掲げるもののはか､利用者問の均衡を失しない範囲内において管理受託者

が適当と認めるとき｡

(転貸等の禁止)

第8条利用者は､利用の承認に基づく権利を譲渡し､又は他人に利用させてはならな
い｡

(利用の承認の取消し等)

第9条知事は､利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は､センターの利用の承
認を取り消し､又はその利用を制限し､若しくは停止させることがあるo

l　センターの利用の申込みに偽りがあったとき0

2　他の入館者に危害若しくは迷惑を及ぼし､又はそのおそれがあるとき｡

3　センターの建物若しくは設備を損傷し､若しくは汚損し､又はそのおそれがある

とき｡

4　条例又はこの規則の各条項に違反したとき0

5　前各号に掲げるもののほか､センターの管理上支障があると認められるときo

(入館の制限等)

第1 0条知事は､次の各号のいずれかに該当する者に対しては､入館を禁止し､又は

退館を命ずることがある｡

1前条第2号又は第3号に該当する者

2　知事の許可を受けないで､寄附金の募集､物品の販売､商品､行事等の宣伝その

他これらに頬する行為をした者

3　前2号に掲げる者のほか､センターの管理上支障があると認められる者

(捜傷等の届出)

第1 1条入館者は､センターの建物又は設備を損傷し､又は汚損したときは､直ちに
その旨を係員に届け出て､その指示を受けなければならない｡

附　則

この規則は､平成1 2年4月1日から施行する｡
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